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渡辺袈裟司さんへ感謝状の授与

まちかど情報局
Street corner Intelligence Agency

　長年にわたり富士河口湖町の行政相談委員をお勤めいただいた
渡辺袈裟司さんに総務省から感謝状が贈られました。
　渡辺さんは１６年もの長い間、富士河口湖町の行政相談委員を
務められ、多くの相談にご対応いただきました。去年１０月には行
政相談委員としての功績が顕著であるとして総務大臣から表彰を
受けられています。
　これまでご尽力を頂きまして、本当にありがとうございました。

平成２９年度富士河口湖町消防団出初式
　富士河口湖町消防団出初式が４月１６日に町民運動場で挙行さ
れました。
　消防団および災害救助協力隊の堂々たる行進、服装・機械器具
点検等が厳粛な内に行われ、今年度のポンプ車操法の模範演技は
小立分団が披露しました。
　また、長年にわたり、消防・防災活動に従事され地域に貢献され
た方々への表彰も行われました。表彰された皆様おめでとうござい
ました。

北麓ファイターズ、全国大会で３位
　北麓ファイターズが３月２６日に福岡県で開催された第２６回春
の全国小学生ドッジボール選手権大会で、見事３位の成績を修めま
した！県代表として2年連続4回目の出場で、自己最高の結果だとい
うことです。６年生にとっては最後となる大会で、輝きを見せてくれ
ました。
　今後も北麓ファイターズのご活躍を期待いたします。おめでとうご
ざいました。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ご寄付をいただきました

富士・河口湖さくら祭り開催
　今年で６回目となる富士・河口湖さくら祭りが河口地区で開かれ
ました。会場には国内外から大勢の人が訪れ、咲き誇る美しい桜
を楽しんでいました。
　河口地区の桜は、「河口緑の会」の皆さんが長年に渡り手入れさ
れているものです。また、ソメイヨシノだけでなく湖岸に植えられた
芝桜も見事です。

おおいし屋様　40万円（大石財産区へ）
地域の活性化のために使わせていただきます。ありがとうございました。
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まちかど情報局
Street corner Intelligence Agency

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

「富士山アウトドアミュージアム」へ
　　　　　　　　　パトロール車を寄贈
　(株)トヨタレンタリース山梨様が社会貢献活動の一環として、船
津地区のチャレンジショップに拠点を置く環境保全団体「富士山ア
ウトドアミュージアム」（代表舟津宏昭さん）にパトロール用の車両
を寄贈されました。「富士山アウトドアミュージアム」では、富士山
周辺での野生動物の交通事故死「ロードキル」の減少を目指した実
態調査などに取り組まれています。今後ますますのご活躍を期待し
ております。

　「我が町を知る」ことを目的に、全7回実施で計画している登山です。

第3回目　船津登山口「船津胎内～五合目」

５月21日（日）午前9時より行われる「一万人の清掃活動」にまちワクのメンバーと一緒に参加してくれる方を
募集しております！！参加者には軽食をお出しします！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町役場政策企画課　℡72‐1129までお電話下さい。

「一万人の清掃活動」に参加しませんか？

■日　時　６月１１日(日)　AM ７時４５分　富士河口湖町役場前駐車場集合　　
　　　　　小雨決行（雨天問合せ：０９０-８８０２-６１２０　井出）　（実質歩行時間６時間００分）
■コース　役場前駐車場出発：船津胎内～富士山五合目
■持ち物　お弁当、水筒、雨具、非常食（行動食含む）、絆創膏、薬、その他必要と思われるもの、
　　　　　歩きやすい履きなれた靴（できればトレッキング用シューズ）
■参加費　１０００円／１人　（バス代、保険代など）
■募　集　定員２０名　■対　象　小学生高学年以上（ただし小学生は大人同伴）
■受　付　５月２２日午前１０時より受付開始（定員になり次第受付終了）
　　　　　町役場政策企画課　岡村・後藤　℡７２‐１１２９

皆様のご参加、お待ちしております。

テレビ版“こうほう富士河口湖”は
河口湖有線テレビ放送と
北富士有線テレビ放送でご覧いただけます

河口湖有線テレビ放送 定時放送の内容を…
１１ｃｈ
毎日　7:30～　12:30
　　 19:30～　23:30～

北富士有線テレビ放送
デジタル１０ｃｈ（１０１）月～土曜  13:30～　19:00～
デジタル１０ｃｈ（１０２）月～日曜　9:00～16:00～　22:00～

防災行政無線は
「定時放送（19:20、7:20）」と

臨時放送があります

○河口湖ＣＡＴＶ「Ｌ字テロップ」で流れます。
○河口湖ＣＡＴＶの「町からのお知らせ」で
　テロップ放送されます。

放送時間
　6:20、7:20、8:20、11:20、12:20、
　15:20、16:20、19：20、20:20、23:20

●問合先　町役場政策企画課  ℡７２‐１１２９

各登山道口から富士山五合目を目指す
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町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ

　修事業の対象となる木造住宅の耐震改修設計に対する
　補助。
 〔補助金額〕最大で２０万円
　②耐震改修事業
 〔対象事業〕総合評点が１．０以上となる改修工事。
 〔補助金額〕最大で１２０万円
　（高齢者・障害者・未就学児子育て世帯は最大で１５０
　　万円）
　③耐震性向上型改修事業
〔対象事業〕総合評点が０．７以上１．０未満となる改修
　　　　　　工事。
 〔補助金額〕最大で１２０万円
　（高齢者・障害者・未就学児子育て世帯は最大で１５０
　　万円）
■募集期間　平成２９年４月１日～平成２９年１０月３１日
※補助金申請される方は事前に都市整備課担当者と打ち
　合わせを行い、申請手続き後に着工するようにしてくだ
　さい。（申請前に着工した場合、補助は受けられません
　のでご注意ください。）

　富士河口湖町は、平成15年に旧河口湖町、旧勝山村、旧
足和田村の3町村が合併して誕生し、さらに平成18年に旧
上九一色村の南部地区が合併して現在の姿となりました。
平成20年には、町が一体となり発展していくことを目指し
て、「第1次富士河口湖町総合計画」を策定し、まちづくり
を進めてまいりました。
　今年度は、計画期間が終了し、継承の年を迎えましたの
で、町民のまちづくりへの思いや本町を取り巻く社会情勢
や環境などを反映した、中長期的な視点でまち全体の将
来像を描き、まちづくりの理念や方向性を明らかにするた
め、「第2次富士河口湖町総合計画」を策定していきます。
こうした、まちづくりに関する重要事項を調査審議するた
め、富士河口湖町総合計画審議会委員を募集します。

■委員の任期　平成２９年６月～３０年３月
■要　　　件　２０歳以上の町民
■募 集 人 員　数名程度
（定数を超える場合など地区・年齢等の要件を斟酌して
　人数を調整させていただく場合があります。）
■募集期間　平成２９年５月２３日まで

　介護保険の認定調査員を募集します。
要件：都道府県が実施する介護認定調査員研修を受講し
ており普通運転免許証を所持している方
業務内容：介護認定調査及び所属長が指示する業務
■採用人数　１名
■採用期間　平成２９年６月１日から
■勤務時間　原則、平日の午前８時３０分
　　　　　　　　　　　　　　　～午後５時１５分
■待　　遇　富士河口湖町臨時職員取扱規定による

　町営住宅の入居者を募集します。（※町営住宅は住宅に
困っている一定の基準内所得の人たちに低廉な家賃で供
給するものです。そのため公営住宅法や町条例で定められ
た入居資格を満たしていなければ入居することができませ
ん。）
１　募集住宅・戸数
　○町営住宅大嵐団地　　　１戸
　　（鉄筋コンクリート造、２ＤＫ(58.2㎡)、オール電化仕
　　　様、駐車場２台）
　○町営住宅小立団地　　１０戸
　　（鉄筋コンクリート造、３ＤＫ(53.0㎡)、駐車場２台）
２　入居資格
（１）町内に住所又は勤務場所を有する方で、住宅に困窮
　　していることが明らかな方。（原則として、持ち家のあ
　　る方、公営住宅など公的な住宅にお住まいの方及び
　　過去に公営住宅を不正に使用したことのある方は申
　　し込むことができません）
（２）現に同居し又は、同居しようとする親族
　　（婚約者を含む）があること。
（３）同居しようとする家族を含めて、町税等の滞納がな
　　い方。
（４）その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親
　　族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
　　律に規定する暴力団員でないこと。
（５）その他　法令等に定められている方。
３　申込方法及び必要書類
　　申込書に必要事項を記入及び必要な書類をそろえ、
　　申込受付期間内に都市整備課に申し込みをしてくだ
　　さい。
　　（※申込書は、町役場３Ｆ都市整備課にあります。）
４　入居申込受付期間及び場所
　　平成２９年５月１５日（月）～５月３１日（水）
　　午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜・祭
　　日及び昼休みの１２時から１時の間は除く）の間に、
　　町役場都市整備課へ直接提出（※郵送不可）

　お住まいの住宅についての安全性を高める為に、木造
住宅の「無料耐震診断」及び「耐震化支援事業」の補助
を実施しています。
◇木造住宅の「無料耐震診断」
 〔内　　容〕木造住宅の安全性を確認するための無料耐
　　　　　　震診断。
 〔対象住宅〕昭和５６年５月３１日以前に着工された木造
　２階建て以下の住宅。
　併用住宅の場合は、述べ床面積の過半が住宅として使
　用されている住宅。
◇木造住宅の「耐震化支援事業」
　診断の結果「耐震性なし」と判断された住宅を対象
　①耐震改修設計事業
〔対象事業〕下記の耐震改修事業又は耐震性向上型改

町営住宅入居者募集
●問合先　都市整備課　℡72-1179

介護認定調査員募集
●問合先　健康増進課　℡72-6037

木造住宅の無料耐震診断及び
耐震化支援事業への補助について

●問合先　都市整備課　℡72-1179

「富士河口湖町
  総合計画審議会委員」を募集します

●申込・問合せ先　政策企画課　℡72-1129
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町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ

　大嵐区並びに富士ヶ嶺区で新たに区長が選出されまし
た。地域のため、よろしくお願いいたします。
　　大 嵐 区　　渡辺春雄

　　富士ヶ嶺区　　伊藤正夫

　平成２９年４月１日付の総務省通達「返礼品のあり方」
についての（３）「ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方団
体は、当該地方団体の住民に対し返礼品を送付しないよ
うにすること。」という通達を受け、町としては今後、富士
河口湖町在住の寄付者に対しては返礼品を送付しないこ
ととなりました。皆様のご理解、ご了承をお願いいたします。

　交通災害共済への加入はもうお済みですか。
今からでも加入できますので、家族そろって加入しましょう。

［交通災害共済とは］
　加入者が交通災害（交通事故による災害）にあった場
合に、ケガ等の被害の程度によって見舞金をお支払いする
相互救済の制度です。
［掛　金］ 年額ひとり５００円（中途加入も同額）
［共済期間］ 加入日翌日から平成３０年３月３１日
［見舞金］
　　○死亡　　　１００万円
　　○障害　２０～３０万円
　　○傷害　　１～１８万円
［加入方法］
　役場または出張所で掛金を添えてお申込み下さい。

■日　時　６月１９日（月）
■場　所　河口湖カントリークラブ
■対象者　町内在住者
　※ただし、１組に２名以上の町内在住者がいること。
■プレイ代　１１，４６０円
　　　　　（税・カート代・諸経費・昼食含む）
　　　　　　但し、２Ｂ（バック）は追加料金２，１６０円
　　　　　　　　 ３Ｂ（バック）は追加料金　 ５４０円
■申込日時　5月25日（木）
　　　　　　午前9時から 船津地区在住者
　　　　　　午前10時から 船津地区以外在住者
※今回は船津地区在住者から優先的に受付を行います。
■申込期間　５月２５日（木）～６月６日（火）
　　　　　 （既定組数になれば、締め切りとなります。）
　　　　　　＊申込み用紙は役場地域防災課にあります。

■応　募　履歴書に認定調査員研修を受講したことを証
　　　　　明する証を添付し、５月２４日（水）までに富
　　　　　士河口湖町健康増進課まで提出
■選　考　応募者多数の場合は、履歴書と面接により決定

　児童手当の支給を受けている方は、毎月６月中に「現況
届」の提出が必要となります。この届は、毎年６月１日にお
ける状況を提出し、６月以降の児童手当を引き続き受ける
要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の
提出がないと６月以降の手当が受けられなくなりますの
で、必ず提出してください。対象となる方には６月初旬に通
知します。記入事項、添付書類、提出方法等の詳細につき
ましては現況届と一緒に同封しますのでご確認ください。
　尚、平成２９年５月以降に富士河口湖町に認定請求され
た方(５月以降に第１子が生まれた方または転入された方)
は今回の現況届の提出は必要ありません。

≪子宮頸がん検診≫
　子宮頸がんは、子宮の入り口である子宮頸部の表面の細
胞にがんができる病気です。初期の段階ではほとんど無
症状で、子宮がん検診によって見つかることが多いがんで
す。
　検診は、問診・診察・ブラシなどで子宮細部の細胞を軽
くこするように取る細胞診があり15分ほどで終了します。
４週間ほどで検査結果がわかります。
　山梨県内の指定医療機関で受けることができます。
　定期的に検診を受ける習慣が大事ですので、この機会
に検診を受けましょう。
　なお、今年度21歳・26歳・31歳・36歳・41歳になる
方には、無料クーポン券を個別に郵送しますので、ご活用
ください。

子宮がん検診（施設検診）　
　直接、下記の指定医療機関を予約の上受診してください。

※20歳以上の女性が対象です。
※自己負担:子宮頸がん　1,500円　体部がん　2,500円
　クーポン該当者　 無料

子宮頸がん検診を受けましょう
●問合先　健康増進課　℡72-6037

平成29年度の区長が選出されました
●問合先　地域防災課　℡72-1170

ふるさと納税についてお知らせ
●問合先　政策企画課　℡72-1129

６月は児童手当の現況届の
　　　　　　　　　　提出月です

●問合先　子育て支援課　72-1174

交通災害共済への加入を
　　　　　　　忘れていませんか

●問合先　地域防災課　防災係　℡７２－１１７０

第４３回富士河口湖町住民
　　　　　　ゴルフ会参加者募集
●問合先　役場２階地域防災課〔船津財産区事務局〕　℡72-1170

いしだ女性
　　　  クリニック

羽田レディース
　　　  クリニック

渡辺医院

加賀谷医院

鈴木医院

深沢医院

堀内産婦人科医院

富士吉田市上吉田2-5-1
富士急ターミナルビル５F

富士吉田市上吉田6-10-14

富士河口湖町船津1496

富士吉田市上吉田3032-1

富士吉田市竜ヶ丘1-4-8

富士吉田市下吉田879

富士吉田市下吉田1422-2

72-2835

23-2450

23-7075

24-1183

22-1151

30-0311

25-7100

指定医療機関 電　話住　　　所
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　第５９回水道週間スローガンは、「あたりまえ　そんな
みずこそ　たからもの」です。　http://www.jwwa.or.jp/

　富士河口湖町人権擁護委員会では、特設人権相談所を
開設いたします。

■日　時　平成２９年６月１日　
　　　　　午前１０時から午後３時まで。
■場　所　富士河口湖町役場　研修室
人権問題に関することをお気軽にご相談ください。

〈活動内容〉
☆町民による町民のためのイベント（コミュニテｨフェスタ）
　の企画・デザイン・運営
☆町キャラクター「ふじぴょん」に関連する事業の企画・協力
■対　象　富士河口湖町が大好きで積極的な意見が言え
　　　　　る方、町が盛り上がるようなアイデアを考えてく
　　　　　れる方。
■募集人数　若干名
■応募方法　上記のご連絡先にご連絡下さい。

■参加費用　無料
　　　　　 （申し込み不要・どなたでも参加できます）

■講　師　都留文科大学非常勤講師、
　山梨野鳥の会、日本鳥学会、日本鳥類保護連盟会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　杉原　廣　様
■日　時　平成２９年６月１３日（火）　
　　　　　１０時～１１時３０分
■場　所　富士河口湖町中央公民館　２階　視聴覚室
■内　容　「河口湖と富士山周辺に生息する鳥類」に　
　ついて、専門家からお話を伺う機会を設けました。
　興味のある方、ご一緒に聴講してみませんか。

　富士河口湖ガイドの会では、会員のスキルアップを兼ね、
富士山周辺の歴史、文化、自然、動植物などをテーマに月
一回の研修会を開催しています。
会では、一緒に学んで、その知識を役立てる会員を募集し
ております。
●問い合わせ　富士河口湖町観光連盟 ℡72－3168

　例年６月１日（木）から６月７日（水）までは水道週間で
す。
　町では水質検査計画に基づき、安心・安全な水道水を
安定的に供給するよう努めております。水質検査計画・水
質検査結果は、役場水道課窓口又は、ホームページにてご
覧できます。
　貴重な水を大切にするよう節水及び宅地内漏水の早急
な修理にご協力をお願いします。
　尚、水道週間のお知らせは日本水道協会ホームページ
に掲載されております。

6月1日は人権擁護委員の日です
●問合先　福祉推進課　℡72-6028

水道週間についてお知らせします
●問合先　水道課　℡72-1620 

　e-mail:suidou@townfujikawaguchiko.lg.jp

『富士河口湖ガイドの会』より
　　　　　　公開研修会のお知らせ

●問合先　町観光連盟　℡72-3168

町民のためのイベントを
　　　　　　企画してみませんか？
コミュニティフェスタ2017
　　　　　　　実行委員大募集！！

●問合先　政策企画課　℡72-1129
Mail seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

【河口湖と富士北麓の鳥類】

『会員募集』について

6月号広報
6月8日㊍ 配布予定
広報誌に関するお問い合わせは
政策企画課 広報統計係

℡７２-１１２９

町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ

｠弾道ミサイル落下時の行動について
　弾道ミサイルは発射から極めて短時間で着弾します。
　ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、Jアラートを活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともに
メッセージを流すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。

http://www.kokuminhogo.go.jp/
※行政からの指示に従って、落ち着いて行動してください。詳細については国民保護ポータルサイトをご覧ください。

～メッセージが流れたら以下の行動を取ってください～

・近くのできるだけ頑丈な建物などに避難する
・近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか
　地面に伏せ頭部を守る

○屋外にいる場合
・できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ
　移動する。

○屋内にいる場合

6 広報
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●問合先　℡0554-45-1666
ぴゅあ富士から

●問合先　県都留児童相談所　℡0554-45-7837

心身障害児　巡回療育相談のご案内

●問合先　℡22-5214

富士吉田職業訓練協会から

●問合先　ＪＡ北富士　小立支所　℡72-1518

家庭菜園無料相談会の開催について

県などからのお知らせ

■日時　平成２９年６月８日（木）
　　　　午後１時３０分～午後４時
■場所　富士河口湖町中央公民館２階　研修室１・２
　　　　（富士河口湖町役場駐車場西）　
　　　　富士河口湖町船津１７４７
■対象　がん患者・がん患者の家族や関係者
※保健師・ピアサポーター（がんを経験した仲間）ががん
　の悩みや心配ごと等の相談をお受けします。当日参加
　も可能ですが事前の予約が確実です。お気軽にお電話
　下さい。

　お子さまの発達や発育にお悩みのご家族のために、専
門の医師などがチームを組んで巡回相談を行います。
　お子さまの心身に障害がある場合、できるだけ早期に
専門家による適切な治療や指導を受けることが大切です。
　お子さまを連れて、どうぞお気軽にご相談ください。

■時間　午後1時30分～4時
■相談内容
　　発達や発育の遅れ等の心配があるお子さまに対す
　る家庭療育のしかた、施設入所の相談、その他。
■申込み　予約制。事前に都留児童相談所までご連絡を
　　　　　お願いします。
●問合先　山梨県都留児童相談所
　　　　　住所：都留市田原3丁目5番24号
　　　　　電話：0554－45－7837

 「工夫しよう！山梨ならではの働き方～職場も家庭もハ
ッピーに」をテーマに、イクボスの提唱者・安藤哲也先生
の講演やシンポジウムを行います。この機会にワーク・ラ
イフ・バランスについて考えてみませんか？無料託児あり
（要予約）
■日時　6月18日（日）13：30～16：00
■会場　山梨県立文学館
■費用　参加無料

■講師　安藤哲也氏（NPO法人ファザーリング・
　　　　　　　　　 ジャパン ファウンダー/代表理事）
■対象者　どなたでも
※手話通訳あり　※無料託児希望の方は6月12日（月）
　までに電話、メールにてお申し込みください。

　関東地方の国立公園・国指定鳥獣保護区で働くアクテ
ィブ・レンジャーが撮影した、国立公園等の風景や大自然
を写真で幅広く紹介します。お近くにお越しの際には、是
非お立ち寄り下さい。
■日時　5月11日（木）午前8時30分～5月29日(月)
　　　　午後5時
■場所　富士山世界遺産センター北館1F
■入館料　無料

■日時　5/30～6/2　10：00～15：00
■講師　㈱栄光学院
■受講　無料
パソコンは持ち込み可能　無料託児あり

　お父さんやおじいちゃん、お兄ちゃんの家事や育児の風
景など、男性が活躍している写真であればジャンルは問
いません！とっておきの写真をお送りください♪
■募集期間　4月1日～5月30日
■展示期間　6 月 1 日（木）～ 6 月30 日（金）　

■日時　６月１０日（土）～１１日（日）
■時間　午前９時から午後５時まで
■持ち物　作業着・軍手・雨具・筆記用具・昼食
■受講料　５，０００円
■対象者　一般男女
■定員　１０名　（５名未満の場合は中止となります）
■締切　６月５日（月）

秋ごろ開講予定！！

　春を迎え、野菜苗を植え付ける季節になりました。JA
北富士では、県、町と協力し、家庭菜園での栽培や病害
虫などについての疑問を解決するため、家庭菜園無料相

●問合先　山梨県がん患者サポートセンター

　℡055-227-8740（要予約）

山梨県がん患者サポートセンターから

●問合・申込先　山梨県県民生活・男女参画課

℡055-223-1358
メール kenmin-skt@pref.yamanashi.lg.jp

やまなし男（ひと）と女（ひと）との
　　　　　 フォーラムを開催します！

●問合先　富士五湖自然保護官事務所　℡72-0353

環境省「国立公園・野生生物フォトコレクション　
 ～アクティブレンジャー写真展」開催

富士河口湖町役場

富士吉田市子育て支援センター

上野原市もみじホール

富士吉田市子育て支援センター

大月市総合福祉センター

平成29年5月17日（水）

平成30年１月10日（水）

7月19日（水）

10月11日（水）

11月15日（水）

仕事準備パソコン講座
　　「ワード・エクセルの基礎を学ぼう！」

第6回カジダン・イクメン写真展

「出張がん相談」を実施します。

～アプローチやテラス作り（芝のはり方と管理）～

～ミニ洋風ガーデン作り～

写真募集のお知らせ

■日時・場所
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談会を次のとおり開催します。些細な事からお気軽にご
相談ください。
■日時　平成29年5月20日（土）・21日（日） 
　　　　午前9時～午後3時
■会場　JA北富士 小立支所（富士河口湖町小立1911）  「山梨県電気機械器具製造業最低工賃」が、平成29年

5月5日から改正されました。
　電気機械器具製造に関して、設定された工程につい
て、1工程当たり4～6銭の引き上げになります。
　詳しくは、都留労働基準監督署（0554-43-2195）ま
たは、山梨労働局賃金室（055-225-2854）にお尋ね下
さい。

山梨労働局から

最低工賃が改正されました。

　農業用ビニ－ル・マルチの回収を下記日程のとおり行いますので、最寄の場所にて、受付のうえ、持ち込みをお願い
いたします。なお、下記日程以外は回収いたしませんので、皆様のご協力をお願いいたします。（※回収物の処理に係
り、持ち込む方を把握する必要がありますので、受付のうえ、持ち込みをお願いいたします。）

農業用ビニ－ル・マルチの回収について

５月２３日㈫

５月２４日㈬

野菜用マルチ

育苗プラグ苗トレイ・育苗連結トレイ

茶色に劣化、泥等が付着したハウスビニ－ル

飼料用ロ－ルのラップ

肥料・土壌改良剤等の袋

花き出荷用かごケ－ス

花き苗・野菜苗の鉢

ハウス用ビニ－ル
（糸入りハウス用ビニ－ルは回収いたしませんので、ご注意ください）

午前８時～午前９時３０分
午前１０時～午前１１時３０分
午前７時３０分～午前９時
午前９時３０分～午前１１時
午前１１時３０分～午後１時３０分

河口多目的広場前
大石公園駐車場
中央公民館前駐車場
勝山ふれあいド－ム駐車場
富士ヶ嶺公民館前駐車場

月　日 時　　間

品　　目 方　　法

場　　所

（回収日程）

（持ち込みのできる品目及び持ち込み方法）

ＪＡ北富士・ＪＡクレインにて販売し
ている専用の廃プラ回収袋に入れる
（他の袋では回収いたしませんので、
ご注意ください）

折りたたみ、紐で十字に縛る

重ねて、紐で十字に縛る

透明の袋に入れる

※ブル－シ－トは回収いたしませんので、ご注意ください。
※上記状態になっていない場合は、手直しをしていただきますのでご了承願います。

（お問い合わせ先）　富士河口湖町農林課　　　　　７２－１１１５
　　　　　　　　　　ＪＡ北富士本所　　　　　　　７２－１４３９
　　　　　　　　　　ＪＡクレイン富士豊茂支店　　８９－２０１１

県などからのお知らせ



　広報富士河口湖4月号「インフォメーション」内「富士河
口湖町レクリエーション協会グランドゴルフ参加者募集」
の記事につきまして、問合先の電話番号に誤りがございま
した。正しくは以下の通りとなります。
（誤）℡090-1603-0074 →（正）℡090-1613-0074
　ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございません。
　お詫びして訂正いたします。

　男女共同参画推進委員会では、高齢者や障がい者を
介護している方が、ほっと一息ついて介護の悩みや疑問を
語り合ったりしてリフレッシュできるお手伝いをしています。
　当日は介護福祉士の方がご相談に応じます。
■日　時　平成２９年５月２４日（水）
　　　　　午後２時～午後３時
■場　所　富士河口湖町中央公民館　第１和室
■参加費　無料
■内　容　日頃介護している方に気軽にゆったりと過ご
　していただく機会を用意しました。介護の悩みや疑問
　の他に介護に関する情報を得られる地域の支え合いの
　場です。気軽にお越しください。
　☆おそれいりますが事前にお申し込みください。
■申し込み締切　５月２２日（月）

　お子さまの「きこえ」「ことば」のことで不安はありませ
んか。
　少しでも不安のある方は、この機会にご相談ください。
専門の教員がご相談に応じます。
■日　時　平成２９年７月９日（日）～７月１１日（火）
　　　　　午前９時～午後５時まで　
■場　所　県立ろう学校（山梨市大野1009）
■対　象　０歳児から大学生まで
■相談内容
　１ 「きこえ」と「ことば」に関する悩みの相談
　２ 「きこえ」と「ことば」に不安のあるお子さまへのか
　　　かわり方について（育児相談）
　３「きこえ」と「ことば」に不安のあるお子さまの生活
　　　や学習について（教育相談）
　４　聴力測定　５　補聴器相談

■申し込み方法　事前に電話かＦＡＸで日時を予約して
　ください。（締め切りは７月５日（水）午後３時まで）
☆費用は一切かかりません。☆完全個別予約制で秘密は
　厳守します。☆この相談会は、ろう学校入学とは関係あ
　りません。

■期　日　平成２９年６月１１日（日） 
　　　　　（雨天の場合６月２５日に変更）
■会　場　富士河口湖町小立 くぬぎ平サッカー場
■参加資格　高校生以上の町民または、町内にお勤めの
　　　　　　方で構成されたチーム
■参加料　１チーム３，０００円
■競技方法
　１）２０分ハーフ（参加チーム数により変更あり）　
　２）８人制　３）コート、ゴールは少年用　４）オフサイ
　ドルールなし　５）審判員は、主催者で準備する者
　と、各チームからの帯同審判で行う
■試合方式　参加チーム数により、リーグ戦・トーナメン
　　　　　　ト戦とする
■諸注意
　１）参加者は事前に健康診断を受けること。
　２）ユニフォームなしのチームは、ビブス使用を認める
　３）事故発生時、主催者は応急処置のみ行う
　４）参加各チームは、別途傷害保険に加入すること
■申込み　所定の用紙に記入の上、下記まで提出してく
　ださい。（一度お電話にてご連絡ください。その後申込
　用紙を送付します）（参加料は当日の朝に集めさせて
　いただきます）
■申込み期限　平成２９年５月３１日（水）必着
■その他　詳細については、参加チーム確定後、追って
　　　　　通知します。

　

　世界文化遺産になった富士山の構成資産の散策や、自
然と触れあいながらのウォークラリーです。
■開催日　５月２７日（土） 受付 午前８時３０分～　
　　　　　※雨天中止
■場　所　富士北麓公園スタート 午前９時３０分～　
　　　　　制限時間１時間３０分以内　
　　　　　※森の中も歩きます。
■対　象　小学生以上　１チーム３～５名（男女混成可
　　　　　能）※ただし、小学生だけで構成されたチー
　　　　　ムは参加できません。
■参加料　１組５００円
■申込方法　所定の申込用紙にボールペンで必要事項
　　　　　　を記入し、ＦＡＸ、郵送または窓口に直接
　　　　　　お申込み下さい。当日の参加申込も可能です。
■申込期間　平成２９年５月１日（月）～
　　　　　　９：００～１７：００　※当日受付OK

4月号「富士河口湖町レクリエーション協会
グランドゴルフ参加者募集」
記事の訂正について

富士河口湖町男女共同参画事業
　　　　　　　　　ケアラーズカフェ

●問合・申込先　政策企画課男女共同参画係　℡72-1129

第１9回河口湖サッカーカーニバル
●問合・申込先　富士河口湖サッカー協会　℡72-0554(渡辺)

FAX72-0939　　　

平成２９年度　自然散策ウォークラリー
●問合・申込先　富士北麓公園管理事務所　℡24-3651

FAX24-3368

夏の「きこえ」と「ことば」の
　　　　　　　　　相談会のお知らせ
～ろう学校 「きこえとことばの相談支援センター」～

●問合先　県立ろう学校　℡0553-22-1378
FAX0553-22-6419

介護者のためのカフェを開催します。
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information

　　　　　　

■日　時　平成２９年５月２８日(日)
　　　　　開場　午後１時
　　　　　(午後１時３０分よりウェルカムコンサートあり)
　　　　　開演　午後２時
■場　所　ふじさんホール
■入場料　５００円(高校生以下無料)
■指　揮　岡 良介
■曲　目　NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」テーマ曲
　　　　　・「君の名は。」コレクション・音楽対決先輩
　　　　　vs後輩リベンジマッチ・25th Anniversary
　　　　　～映画音楽で振り返る25年～ 他

■日 程　５/１８・６/１６・７/２０・８/２５・９/２１・
　　　　１０/２７・１１/１６・１２/１５
　　　　 ２０１８年 １/１８・２/１６
■定　員　各回親子１０組
■持ち物　飲み水・着替え・長袖長ズボン・
　　　　　歩きやすい靴・帽子
　雨でも野外で遊びます。(その場合は長靴・カッパ使用)

■日　程　５/３０「貼る」・６/１４「通す」・７/１１「移す」・
　　　　　８/２３「並べる・分ける」
■定　員　各回親子６組
■持ち物　ルームシューズ・スリッパなど
　　　　　（こどもは靴下で大丈夫です。）
■時　間　９：４５～１１：３０
■対　象　２０１４年４月２日～２０１５年４月１日生まれ
　　　　　の子どもとその保護者（父母・祖父母）
■費　用　１回子ども１人＋大人１人　５００円
■申込み　５月１日１０時よりＴｅｌにて　
　　　　　５月３日よりメールも可

　平成２９年度体育祭り、ゴルフ競技の部
が８月３１日(木)境川C.Cに於いて開催さ
れます。つきましては、下記の通り、町の
代表選手５名、補欠選手２名を選考する
大会を開催いたします。
■日　時　６/１５（木）午前９時スタート

■組合せ　６/１０までに連絡しますので３０分前には受
　　　　　付を済ませてください。
■場　所　境川カントリー倶楽部　TEL:０５５-２６６-５０１２
■参加料　１,０００円　
　　　　　料金、プレイ代は各自払い（割引料金）
■申込先　渡辺　進　TEL:７２-２２６４　FAX:８３-２８６４
        　　 小佐野鶴雄　TEL:０８０-５５４８-２４３３
　　　　　河口湖富士ゴルフセンター　TEL:８２-２５２５
■締　切　６月５日（月）

　バドミントンで快い汗を流しましょう。
■日　時　６月７日（水）～７月５日（水）の毎週水曜日、
　　　　　午後８時～午後９時３０分、計５回
■場　所　船津小学校　体育館
■費　用　一回 大人３００円
　　　　　　　 学生１００円
■持ち物　上履き、タオル、飲み物、ラケット（貸出あり）
■参加申し込み　事前申し込み不要、当日体育館へ

◎講演会『月 ５々,０００円から始めるイデコ(iDeCo)個
　　　　 人型確定拠出年金セミナー(金融機関は選び
　　　　　方で手数料が年間５,４００円も違う！)』
　　講　師　瀧澤　宏行氏（ＣＦＰ®認定者）
　　定　員　３０名
◎相談会　８組　各５０分「要予約」
　参加・相談料無料
　　会　場　ぴゅあ総合2階
　　日　時　６月１０日(土)  午前１０時～午後１２時　

■日　時　５月２３日(火） 
　　　　　午前１０時～午前１１時３０分
■場　所　富士吉田市民会館3階
■対　象　女性
　無料・申込み不要
＊仕事のあっせんや個人情報の登録は一切ありません。

富士五湖ウインドオーケストラ
　　　　　　　　第25回定期演奏会

●問合先　℡23-0033（フジヤマ 小野）

バドミントン教室参加者募集
●問合先　℡090-8013-9696(外川)

FPミニフォーラム
●問合・申込先　日本FP協会山梨支部　℡055-236-5770

山梨県体育祭り
　　　代表選手選考ゴルフコンペ開催

Fujiこどもの家バンビーノの森　
　　　　　　　　　 子育て支援講座
●問合先　Fuji こどもの家　バンビーノの森　℡72-9995

E-mail: info@bambino-mori.co.jp

おうちで働くってどういうこと？
　　　  ～自宅でできる3つの働き方～

●問合先　℡090-7710-2389　(友野)

「森で遊ぼう」

「やってみたいな。ぼくもできるよ。」
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住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
　平成２８年度の住民基本台帳の閲覧は１１件でした。
富士河口湖町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱第6条に基づき、以下のとおり公表
します。

番号 閲覧日 申　出　者 閲覧事由(利用目的)の概要 閲覧に係る住民の範囲

10 12.28

11 2.17

9 11.22

7 10.12

8 11. 8

6 10.12

5 9. 1

4 7.13

3 6.17

2 6.16

1 4.26

一般社団法人 新情報センター
家計消費状況調査（総務省統計局
統計調査部消費統計課）

家計消費状況調査（総務省統計局
統計調査部消費統計課）

家計消費状況調査（総務省統計局
統計調査部消費統計課）

小立地区
１６歳以上の男女　４４名

一般社団法人 新情報センター
小立地区
１００名

小立地区
５０名

株式会社 
日本リサーチセンター

家計の金融行動に関する世論調査
（金融広報中央委員会）

勝山地区
２０歳以上の男女　２２名

勝山地区
１８歳以上の男女　２０名

株式会社 ビデオリサーチ

一般社団法人 中央調査社
テレビ放送に関するアンケート
（日本放送協会）

船津地区
１８歳以上の男女　１６名

一般社団法人 中央調査社
メディアに関する全国世論調査
（新聞通信調査会）

船津地区
２０歳以上の日本人男女 １２名

一般社団法人 中央調査社
東京オリンピック・パラリンピックに
関する世論調査
（ＮＨＫ放送文化研究所）

船津地区
２０歳以上日本人男女　１１名

一般社団法人 中央調査社
平成２８年度　食育に関する
意識調査（農林水産省）

小立地区
１８歳以上日本人男女　１１名

一般社団法人 中央調査社
外交に関する世論調査
（内閣府大臣官房政府広報室）

船津地区
１８歳日本人男女 １０件

一般社団法人 中央調査社
がん対策に関する世論調査
（内閣府大臣官房政府広報室）

一般社団法人 新情報センター

船津地区
２０名

全国たばこ喫煙者率調査
　（日本たばこ産業株式会社）

お問い合わせ　　住民課　窓口担当　℡　７２－１１１４

富士河口湖町消防団出初式
　富士河口湖町消防団出初式が４月１６日に町民運動場で挙行されました。
　火災早期発見者への感謝状の贈呈と、長年にわたり、消防・防災活動に従事され地域に
貢献された方々への表彰も行われました。

甲種功労章
　副団長　　駒沢　信治

乙種功労章
　副 団 長　　古屋　誠司
　副 団 長　　渡辺　文明
　分 団 長　　渡辺　秀一
　分 団 長　　坂牛　光伸
　副分団長　　鈴木　哲人
　副分団長　　梶原　博義
　副分団長　　渡辺　良次

　 　 　 副 団 長　　梶原　基重
　 　 　 副 団 長　　山口　忠治
　 　 　 分 団 長　　吉野　保美

　　　　　　　・高根　達哉
　　　　　　　・倉沢　　隆

山梨県消防協会長表彰

富士五湖消防本部消防長表彰（火災早期発見者）

富士・東部地域県民センター所長表彰

富士
河口湖町
富士
河口湖町



　【昇 任】
　政策企画課長

　福祉推進課長

　出納室長兼会計管理者

　議会事務局長

　文化振興局長

　【配置換】
　総務課長

　地域防災課長

　税務課長

　健康増進課長

　子育て支援課長

　【昇 任】
　税務課長補佐

　子育て支援課長補佐

　農林課長補佐

　【配置換】
　健康増進課長補佐兼介護予防係長

　福祉推進課長補佐

　健康増進課長補佐

　【昇 任】
　税務課住民税係長

　水道課上水道業務係長兼収納係長

　生涯学習課社会体育係長

　子育て支援課児童福祉係長

　政策企画課政策調整係長

　大石保育所長

　足和田保育所長

　河口保育所長

　【配置換】
　総務課財政係長

　総務課秘書係長

　政策企画課政策調整係長

　政策企画課企業誘致まちづくり推進係長

　地域防災課地域係長

　地域防災課地域係長

　地域防災課防災係長

　税務課資産税係長

　住民課国保年金係長

（政策財政課長輔佐）

（上九一色出張所長）

（福祉推進課長補佐）

（農林課長補佐）

（観光課長補佐）

（政策財政課長）

（健康増進課長）

（議会事務局長）

（出納室長兼会計管理者）

（福祉推進課長）

（税務課収納係長兼収納特別対策班長）

（健康増進課健康増進係長）

（環境課環境整備係長）

（健康増進課長補佐兼在宅介護係長）

（税務課長補佐）

（生涯学習課長補佐）

（税務課住民税係）

（水道課上水道業務係）

（生涯学習課社会体育係）

（福祉推進課児童福祉係）

（学校教育課学校教育係）

（大石保育所）

（足和田保育所）

（船津保育所）

（政策財政課財政係長）

（政策財政課秘書係長）

（健康増進課健康増進係長）

（政策財政課企業誘致・まちづくり推進係長）

（総務課地域係長）

（総務課地域係長）

（政策財政課政策調整係長）

（都市整備課用地係長）

（住民課国保・老人医療係長）

渡辺　昭一

渡辺　勇人

羽田　牧子

渡辺　洋文

中村　拓郎

赤池　和文

浜　伸一

森沢　和知

堀内　正志

松浦　信幸

梶原　浄

高山　美恵

堀内　淳

渡辺　優子

郷田　よしみ

渡辺　和美

古屋真由美

赤池　道済

北川　浩正

廣瀬　佳子

堀内　拓

高野　由紀子

小佐野　圭子

窪田　栄子

小佐野　健二

有泉　いづみ

山中　一敏

岡村　等

渡辺　大輔

小林　雅俊

渡辺　大介

土屋　昇

小林　久弥

課 長

課 長 補 佐

係 長

町役場職員の異動について
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　住民課国保年金係長

　子育て支援課児童福祉係長

　子育て支援課母子保健係長

　観光課観光係長

　都市整備課用地係長

　出納室出納係長

　生涯学習課図書館係長

　地域防災課情報推進係長

　観光課観光振興係長

　政策企画課広報統計係長兼男女共同参画国際係長

　政策企画課男女共同参画国際係長

　環境課環境整備係長

　富士ヶ嶺保育所長

（住民課児童手当・年金係長）

（福祉推進課児童福祉係長）

（出納室出納係長）

（観光課観光振興係長）

（税務課資産税係長）

（住民課国保・老人医療係長）

（生涯学習課社会教育係長）

（政策財政課情報政策係長兼秘書係長）

（総務課防災係長）

（政策財政課統計調査・国際係長）

（生涯学習課社会教育係長）

（山梨県後期高齢者医療広域連合）

（河口保育所長）

深沢　和美

鎌倉　修

五味　裕子

久保　拓夫

佐野　哲也

小佐野　明美

相沢ます美

外川　豪

髙橋　幹雄

小佐野　一磨

古屋　春美

渡辺　光夫

三浦　ひろみ

　【配置換】
　学校教育課

　総務課

　住民課

　総務課

　総務課

　政策企画課

　地域防災課

　税務課

　健康増進課

　子育て支援課

　生涯学習課

　生涯学習課

　生涯学習課

　子育て支援課

　観光課

　総務課

　政策企画課

　政策企画課

　政策企画課

　地域防災課

　子育て支援課

　生涯学習課

　総務課

　福祉推進課

　子育て支援課

　子育て支援課

　地域防災課

　船津保育所

　大石保育所

　船津保育所

　船津保育所

　船津保育所

　船津保育所

　こもも保育所

　河口保育所

　足和田保育所

（生涯学習課）

（政策財政課）

（総務課）

（住民課）

（住民課）

（総務課）

（総務課）

（総務課）

（都市整備課）

（健康増進課）

（福祉推進課）

（総務課）

（政策財政課）

（生涯学習課）

（山梨総合研究所）

（観光課）

（政策財政課）

（政策財政課）

真田　晴乃

外川　博章

外間　恵

渡辺　志帆

渡辺　梢

土屋　真理

外川　雄一郎

古屋　美奈子

大石　将城

梶原　美帆

倉沢　美沙紀

勝俣　航

小林　文香

中村　春香

渡辺　和樹

渡辺　勇介

渡辺　卓

後藤　竣亮

（政策財政課）

（政策財政課）

（福祉推進課）

（税務課）

（生涯学習課）

（生涯学習課）

（健康増進課）

（健康増進課）

（総務課）

（勝山保育所）

（富士ヶ嶺保育所）

（小立保育所）

（こもも保育所）

（河口保育所）

（勝山保育所）

（船津保育所）

（大石保育所）

（こもも保育所）

渡辺　和馬

渡部　礼佳

雨宮　恭平

小野　綾香

古屋　涼子

渡辺　智之

渡辺　里恵

渡辺　慶太

駒谷　悦示

丹沢　美良

丹沢　智美

古谷　華奈子

小佐野　芳保

天野　萌々子

堀内　彩花

白須　恵

矢崎　真由子

山中　昭美

　【採 用】
　税務課

　住民課

　都市整備課

　税務課

　勝山保育所

　こもも保育所

在原　隆介

市村　麻也

堀内　康輝

渡辺　由香

梶原　めぐみ

白須　由貴

　【派 遣】
　山梨県後期高齢者医療広域連合

　山梨県総合県税事務所

渡辺　沙也香 （福祉推進課）

石倉　俊希　 （税務課）

副主幹・主査・主任・主事

　【採 用】
　生涯学習課

　

古屋　京子

再任用職員
外川　亮介

河野　恵市

小林　賢治

古屋　京子

三浦　満枝

中村　美代子

渡辺　京子

梶原　金子

総務課長

税務課長

文化振興局長

大石保育所長

足和田保育所長

富士ヶ嶺保育所長

船津保育所

北岸給食センター

退職者
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みなさんのやる気を応援します!みなさんのやる気を応援します!みなさんのやる気を応援します!

日　時：平成29年5月17日（水曜日）　午後７時～９時　　　 会　場：富士河口湖町中央公民館　２階　視聴覚室　
講　師：杉本悠樹（文化財担当）　　　参加費：無　料（申込み不要・どなたでも参加できます）　　定　員：40名
※内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

平成２９年度　富士河口湖町　世界遺産講座

「富士山～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～」「富士山～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～」「富士山～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～」
第２回　「縄文・弥生・古墳時代の富士山麓の遺跡　～遺跡からみた噴火と広域的交流～」第２回　「縄文・弥生・古墳時代の富士山麓の遺跡　～遺跡からみた噴火と広域的交流～」

　富士山の火山活動により溶岩流や火山灰などが大量に噴出します。これらの火山噴出物は山麓に積り、遺跡を覆ってき
ました。遺跡の発掘調査によって、火山灰などに覆われた人々の生活の痕跡が発見されます。縄文時代から古墳時代にか
けての山麓の遺跡から、当時の人々が遭遇した富士山の火山災害について考えます。また、近年町内で調査事例が増え
てきた弥生・古墳時代の遺跡から広域的な人々の交流についても迫ります。

　富士山の火山活動により溶岩流や火山灰などが大量に噴出します。これらの火山噴出物は山麓に積り、遺跡を覆ってき
ました。遺跡の発掘調査によって、火山灰などに覆われた人々の生活の痕跡が発見されます。縄文時代から古墳時代にか
けての山麓の遺跡から、当時の人々が遭遇した富士山の火山災害について考えます。また、近年町内で調査事例が増え
てきた弥生・古墳時代の遺跡から広域的な人々の交流についても迫ります。

小中学生のための将棋教室小中学生のための将棋教室小中学生のための将棋教室 ～1年間で将棋の技を磨きましょう～

初めての方、興味のある方、ご参加お待ちしています。

期　日：5月7日、6月17日、7月2日、8月6日、9月3日、10月1日
　　　 11月5日（大会予定）、12月17日、1月21日、2月4日、3月4日
　　　 日曜　午後1時～3時（予定）　※6月17日は土曜
場　所：子ども未来創造館　
講　師：平山聡先生
定　員：小中学生各20名
申し込み受付中。
詳しくは生涯学習課へお問い合わせください。

参加費・持ち物不要

個別・無料相談

やまなし・しごと・プラザサテライト　出張相談

子育て中の就職の
お悩み相談しませんか

子育てをしながら働きたい
ブランクがあり復帰に不安がある　　など
子育てと仕事のお悩みをお持ちの方
キャリアコンサルタントによる相談へお気軽にお越しください。

期　日：5月17日、6月28日、7月5日、8月23日、9月6日
　　　　10月25日、11月1日、1月31日、2月28日、3月14日
　　　　水曜　午前10時30分～11時30分（1人20分程度）
　　　  ※希望日の前日までに要予約（窓口：生涯学習課）
場　所：子ども未来創造館
詳しくは生涯学習課へお問い合わせください。

中央公民館ロビー展示

河口地区作品展
「絵手紙」

休館日　
日曜日 ※土曜日…利用予約がない場合、閉館
皆様のお越しをお待ちしております。
詳しくはお問い合わせください
℡0555-72-0001（中央公民館）
℡0555-72-6053（生涯学習課）

5月9日（火）午後1時

6月1日（木）正午
▼
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教育センターだより教育センターだより教育センターだより教育センターだより

TEL 0555-72-6053　  FAX 0555-73-1358
　○問合先　教育委員会　生涯学習課

困っていること 悩んでいること
相談してみませんか

困っていること 悩んでいること
相談してみませんか

教育に関するお悩みは
　　　　　教育センターへ
月～金曜　午前9時～午後4時
お父さん・お母さん・子どもさん
おじいさん・おばあさん・先生方
連絡先　富士河口湖町立教育センター
℡　　　☎0555-83-3022
E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

月～金曜　午前9時～午後4時
お父さん・お母さん・子どもさん
おじいさん・おばあさん・先生方
連絡先　富士河口湖町立教育センター
℡　　　☎0555-83-3022
E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

富士河口湖町スポーツ推進事業富士河口湖町スポーツ推進事業富士山
総合型

地域スポーツクラブ

クラブクラブ

富士山富士山

申込方法

申 込 先

メールまたは電話にてお申込み下さい。メールの方は受信設定をお願いします。
①参加希望プログラム　　②氏名（ふりがな）　　③電話番号（携帯番号）
総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山　　　club223@lcnet.jp　☎0555-72-4772

期　日：6月10日（土）　　時　間：午前10時30分スタート
場　所：勝山小海公園　　 持ち物：飲み物
部　門：個人の部、駅伝の部　1㎞、2.5㎞、5㎞、7.5㎞、10㎞
登録料：500円（初回のみ）
参加料：大人500円／回・小人300円／回
　　　　パスポート大人2,500円・小人1,700円

期　日：5月20日（土）　　時　間：午後6時～7時
場　所：町民体育館　　　  持ち物：上履き、飲み物
参加料：500円　　　　　 その他：18歳以上
☆安全確保のためお子様の入館はご遠慮ください

富士山月例マラソン
バドミントン

さたでーないとＺＵＭＢＡ

子どもから大人までが楽しく走るマラソンです。
競技志向のマラソンではありません。少人数でアットホーム！

久しぶりに運動してみませんか？
どなたでも大歓迎！

土曜の夜だから思いっきり踊っちゃいましょう！

期　日：5月8日～7月10日　毎週月曜
時　間：午前10時30分～11時30分
場　所：子ども未来創造館
持ち物：上履き、タオル、飲み物、200円

キッズビクス＆ママエアロ

期　日：5月20日（土）
時　間：午前10時～正午　場　所：町民体育館
持ち物：上履き、飲み物、100円
　　　  ラケット（レンタル先着順）
その他：年齢不問
　　　（小学生はなるべく保護者同伴でご参加ください）

あっとホーム簡単エクササイズ

ラテンダンスフィットネスＺＵＭＢＡ
期　日：毎週木曜
時　間：午前10時30分～11時30分
場　所：町民体育館
持ち物：上履き、タオル、飲み物
参加料：600円／回

期　日：毎週月曜
時　間：午前10時30分～11時30分
場　所：中央公民館
持ち物：ヨガマット、飲み物、タオル
参加料：600円／回

★詳細は町ホームページ
http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

　新年度が始まり１か月。気持ちも新たによいスタートを切ったはずなの
に、新しい環境や新しい人との関わりの中で、思った以上に心と体が疲れて
しまったということも少なくありません。例えば、朝になると、「おなかが痛
い」と言って学校を休んでしまうこと、何かしら理由を言って登校を渋るよう
になることもあります。もう少し様子を見ていれば何とかなるだろうと思いつ
つ、日がたつにつれ、親もどうしたらよいか分からず、知らず知らずのうちに、
一人で悩みを抱え込んでしまっていることがあります。
　教育センターでは、保護者の悩みを受け止めたりアドバイスしたりするだけ
でなく、児童生徒とは、ふれあい、相談相手になって、より児童生徒を理解
し、学校になじむように支援しています。また、児童生徒の状況に応じて、学
習支援もする中で、もとの学校に通えることを目指した支援もしています。
　どうか、悩むことなく、早いうちに誰かに相談してください。相談相手に迷
っているとき、「『教育相談のご案内』のプリントを見ました」「広報を見まし
た」「知人に紹介されました」などと、まずは、「教育センター」に電話をして
ください。女性相談員と男性相談員がいます。話すことで、少しでも心が軽く
なるかもしれません。秘密厳守です。

15広報
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子育て支援課発!! つどいの広場

つどいの広場の時間をお借りして、
家族のためのリフレッシュタイムを
お届けします。

スペシャルサイエンスショースペシャルサイエンスショースペシャルサイエンスショー

　学校や家ではできない楽しい体験学習を

するのが「funfunくらぶ」です。富士河口
湖町の小学生ならだれでも参加できます！

そもそも「funfunくらぶ」とは…！

＜休館日＞
5月14・28日

☆小学生対象☆ ☆どなたでも☆ ☆乳幼児対象☆

　わらべうた、絵本の紹介とベビーマッサージ体験
で赤ちゃんとの癒しのひと時を♥

こどみらマムベビーこどみらマムベビーこどみらマムベビー

te to te ～てとて～te to te ～てとて～te to te ～てとて～

日　時：5月１8日(木) １：30～2:30
対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）
持ち物：バスタオル　申込み・参加費：なし 

　「つどいの広場」は、就学前の親子があつまる場で
す。子ども同士遊んだり、親同士おしゃべりをしたりし
てストレスを解消しましょう。遊びの時間、身体測定、
相談など、お気軽にご利用ください。
日時：毎週月・水・金　9時～12時　13時～15時
※子育て相談・栄養相談・助産師相談・お誕生会　
も実施
相談・イベント等の日程についてはカレンダーでご確
認ください。　　
　お問い合わせ：子育て支援課 ☎72－1174

おやこの日

○いずれも11：００スタートです○
♪月・水・金以外もプレイルームは自由に遊べます♪

親子ストレッチと女性の為のトレーニング
5月29日㊊

からだの日
「子育て身体の不調あるある」をテーマにプチトレーニング

5月17日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

5月19日㊎

子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館

休館日

休館日

平成29年 5月7日～6月10日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

5/7

こどみら
　  はるまつり

つどいの広場

つどいの広場

親子
ふれあい教室B

親子
ふれあい教室B

親子
ふれあい教室B

親子
ふれあい教室A

親子ふれあい教室A

つどいの広場

リトミック

ク富バレエ

ク富バレエ

ク富バレエ

キッズ＆ママ

キッズ＆ママ

キッズ＆ママ

つどいの広場
リトミック

ク富バレエ
キッズ＆ママ

ぷち相談会
母親学級

ク富バレエ
キッズ＆ママ

つどいの広場(おやこの日)

(からだの日)

(PM助産相)

(よみきかせの日)
つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

ク富ズンバ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

AMプラレール

AMプラレール
PM将棋教室

tetote
キラキラビクス

AMジョブカフェ

PMエコフェスタ

マムベビー

ワイワイくらぶ

育児学級

funfunくらぶ　

funfunくらぶ　

funfunくらぶ　

funfunくらぶ　

おもちゃ病院

おもちゃ病院

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 2014

22 23 24 25 26 2721

6/130 31 2 328 29

5 6 7 8 9 104

つどいの広場○栄

つどいの広場○栄 つどいの広場○誕

ク富ズンバ

ワイワイくらぶ

おもちゃ病院
つどいの広場（PM助産相）

つどいの広場○子

つどいの広場○子

つどいの広場○子
※未就学児は必ず保護者と一緒に活動して下さい。
※館内ではゲーム機・カードゲームを使って遊ぶことが
　できません。ご理解・ご協力をお願いします。
※教室・イベントに参加していただいた写真をお便り等
　に掲載させていただくことがあります。ご了承下さい。
✆公衆電話はありませんが、1回10円で事務所の電話
　 を使用することが出来ます。気軽に声をかけて下さい。

問い合わせ先　☎72-6053

① 利用の際は必ず入館票を記入し、窓口に提出してください。
② 自分の荷物は自己責任で管理してください。
③ 館内は飲食禁止です。くつろぎルームでおねがいします。
④ ごみの持ち帰りにご協力をお願いします。
⑤ 帰る際は必ず『帰る名簿』に記入し、スタッフに一声かけてください。
※ 体調不良の場合や、家族に感染者がいる場合、学級閉鎖や学年閉鎖の
　 時には利用をご遠慮ください。ご協力をお願いします。

 利用
方法

の再確認をお願いします

ふぁんふぁん

　特別な講師を招いて、びっくりの科学実験を
します。テーマは『超低温の世界』です！
日　時：６月１０日(土)２：００～４：００
参加費：持ち物：定員：６０人　　
申込み：5月２７日(土)10時～
(必ず申し込みをしてください。)　

　こどみらの外で思いっきりいろいろなゲーム
をするよ。雨が降ったら室内ゲームになるよ。

　おもしろクイズのプリントで、君の脳みそを
やわらかくなるように鍛えるのが《脳トレ》！

ｆunfunゲーム　外遊び！ｆunfunゲーム　外遊び！ｆunfunゲーム　外遊び！

日　時：5月２０日(土) ２：００～３：３０
参加費：なし　申込み：なし　定員:なし
持ち物：汗ふきタオル・ぼうし・のみもの

《脳トレ ２０１７》《脳トレ ２０１７》《脳トレ ２０１７》

日　時：5月13日(土)・６月３日(土)
　　　  １～３時 （この時間内に自由に来てね。）
参加費：持ち物：申込み：なし

日　時：5月2７日(土)　13時～1６時
※衣類等出品して頂く方は事前に連絡をください。
♪また、どなたでものぞきにきてください。

　小学生くらいまでの眠っている
衣服やおもちゃはありませんか？
　エコフェスタはあげたい人⇒
欲しい人へ。お金の授受はしない
でそれらの物の有効活用の場と
するイベントです。

エコフェスタエコフェスタエコフェスタ

はるまつりはるまつりはるまつり
　子ども未来創造館が縁日に大変身!
こどみら通貨Kodoをつかってお祭りのお
店屋さんを楽しもう！100円を、１２０
Kodoに交換したらはるまつりのスタート
です。

日　時：5月２１日(日)
　　　  ２：００～３：００までに来てください。
参加費：100円　持ち物：ふくろ
定　員 :申込み：なし 　活動的になる２歳を迎える親子に贈るお楽しみの

時間です。月に一回行いますので、対象の方はぜひ、
どうぞ！
日　時 :5月16日(火)　10：00～10：45
参加費：申込み：なし　持ち物：のみもの
対　象：H27.4.2～H28.4.1生まれ
内　容：リズム遊び・廃材おもちゃ作り・
　　　　育児プチ情報・よみきかせなど　　

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会
　カウンセラー川邉修作先生をお招きして、テーマ
に沿いながら子育てのあれこれを相談したり、考え
合ったりします。目から鱗が落ちたり、心が軽くなっ
たりします☆
テーマ：「子どもの心の信頼感を育むために」
日　時：６月６日(火)　10：30～
持ち物：参加費：なし　申込み：受付中

　　　　
月～金曜日：午前9時～午後6時
土・日曜日：午前9時～午後5時

第2・4日曜日と祝祭日は休館です

開館時間開館時間

☆12時～1時までは閉館です。
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小学生までのお子さんが　　 のある講座に参加すると、おはなし王国へのポイント年間合計に1講座２ポイント加算されます。　P

※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：５月２７日（土） 
　　　　  午後３時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「善き女の愛」アリス・マンロー 著

■日　時：５月２７日（土） 
　　　　  午後２時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■内　容：『りゅうりえんの物語』茨木のりこ 作　　　　　　　　
　　　　　　　読み手：松浦　敬子さん
　　　　 『狐のためいき』星新一 作　　
　　　　 『菫の香水』上野千鶴子 作　
　　　　　　　読み手：渡辺　淑子さん

〈開館時間〉平日９：３０～１９：００／土・日９：００～１７：００

生涯学習館　　 0555-73-1212　     0555-73-1358
　   http://www.fujikawaguchiko.ed.jp　　　library@fujikawaguchiko.ed.jp
生涯学習館　　 0555-73-1212　     0555-73-1358
　   http://www.fujikawaguchiko.ed.jp　　　library@fujikawaguchiko.ed.jp

問い合わせ

生涯学習館
毎週月曜日休館／3～5日は、ＧＷのため、31日(水)は、館内整理日のため休館になります。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第41回　小さな春の朗読会

☆今月の一冊☆

第123回　読書会
1冊の本から見える、いろんなキモチ。

ほっとひといきしませんか？ほっとひといきしませんか？

　　　　　　　読み手：松浦　敬子さん
　　　　 『狐のためいき』星新一 
　　　　 『菫の香水』上野千鶴子 
　　　　　　　読み手：渡辺　淑子さん

井出廣和氏の絵画の展示替え

『ぐるぐるの図書室』
工藤純子・廣嶋玲子・濱野京子　

菅野雪虫・まはら三桃 著
　児童文学作家５人による短編物語。本が嫌い
な子も好きな子もきっとこの本を読んだなら、図
書室へ行ってみたくなる一冊。プロローグから、
不思議な世界へ引き込まれます。茜色の貼り紙
を見たら、図書室へ。長い髪の白いワンピースを
着た謎めいた司書があなたにピッタリの本とめ
ぐりあわせてくれます。

　昨年1年間に図書館を利用して、本をたくさん読んだお友
だち上位10名を4月23日（日）のイベント「ようこそ！おはな
し王国2017」にて表彰いたしました。
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位
第8位
第9位
第10位

（905マイル）
（355マイル）
（349マイル）
（336マイル）
（323マイル）
（306マイル）
（302マイル）
（293マイル）
（260マイル）
（252マイル）

石川　葵 さん

安冨　希叶羽 さん

宮下　ゆい さん

横谷　月咲 さん

梶原　奈音 さん

佐藤　陸 さん

在原　駈 さん

西　　智美 さん

外川　莉埜 さん

宮下　優太朗 さん

5月 9日㈫
5月23日㈫

ブラウンベア（えいご）
うさぎのおやこ

各図書館のおはなしくらぶ

火・木曜日

月～金曜日

大石・河口

上九一色

午後3時～6時

午前8時30分～5時
（12時～1時は閉館）

P
●0・1・2・3歳対象〈10:30～〉 5月の予定

分　館 読み聞かせ 開館日 開館時間

河口 3時50分～
大石 4時45分～16日

3時30分～18日

◎本館読み聞かせ◎

5月13日㈯パパのえほんタイム
●幼児～小学生低学年対象〈13:30～〉

5月27日㈯エトワールの会
●幼児～小学生低学年対象〈14:00～〉

　井出廣和氏は、富士河口湖町出身でスペインを拠点に活躍さ
れ、現在は富士山麓で創作活動をされています。21年度より、
井出廣和氏の絵画を生涯学習館入口から展示しております。
　今回、作品の展示を
少し替え、美術館のよ
うな不思議な世界を味
わえ、心穏やかに絵も
楽しめ、落ち着いた空
間で本をお楽しみいた
だけます。ぜひ、ご来館
ください。

表 彰 者平成28年度
………………………

………………………



健康のまちづくり
Healthy community building

　高齢者用肺炎球菌ワクチン接種は、平成２６年１０月１日から予防接種法に基づく定期接種になっています。
肺炎は日本人の死因の第３位であり死亡者の９５％が６５歳以上の方です。また、肺炎で一番多い病原菌は肺炎
球菌です。肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待され
ます。平成２６年度から平成３０年度までは経過措置があります。平成２９年度の接種対象者には予診票を交付
しますので、過去の接種歴を確認し、必ず町で交付する予診票を使用し接種してください。

平成29年度定期接種対象者には予診票をお届けします。

詳しくは健康増進課まで　TEL　0555-72-6037

平成29年度高齢者用肺炎球菌のお知らせ

１回

医療機関で町の公
費負担額4000円
を差引いた金額を
支払ってください

○既に肺炎球菌ワクチン「ポリサッカ
　ライドワクチン２３価」の接種を受け
　たことがある者は対象外です。
○5年以内に再接種を行うと副反応が
　強く出ることがあります。かかりつけ
　医で必ず接種歴を確認してください。

①６５歳の者
（経過措置終了後の平成３１年度より実施）
②６０歳以上６５歳未満の者であって心臓、
　腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不
　全ウイルスによる免疫の機能に障害を有す
　る者

対象年齢 接種方法 接種費用 その他

対象年齢 対　　象　　生　　年　　月　　日

◎平成２６年度から平成３０年度までの間は経過措置があります。

経過措置対象者：平成２６年度から平成３０年までの間は、前年度の末日に各６４歳、６９歳、７４歳、７９歳、８４歳、８９歳、９４歳、
　　　　　　　  　９９歳の者（各当該年度に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳となる者）
　　　　　　　　平成２６年度は、平成２５年度の末日に１００歳以上の者（平成２６年度１０１歳以上となる者）

平成２９年度経過措置対象者　　　　　　　接種期間：平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

６５歳

７０歳

７５歳

８０歳

８５歳

９０歳

９５歳

１００歳

昭和２７年４月２日生　～　昭和２８年４月１日生の方

昭和２２年４月２日生　～　昭和２３年４月１日生の方

昭和１７年４月２日生　～　昭和１８年４月１日生の方

昭和１２年４月２日生　～　昭和１３年４月１日生の方

昭和　７年４月２日生　～　昭和　８年４月１日生の方

昭和　２年４月２日生　～　昭和　３年４月１日生の方

大正１１年４月２日生　～　大正１２年４月１日生の方

大正　６年４月２日生　～　大正　７年４月１日生の方

※接種期間内に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種（全額自己負担）となりますので接種を希望される方はこの期間内に
　接種をしてください。平成２９年度接種対象者以外の方は任意接種（全額自己負担）となりますのでご注意ください。

18 広報



健康のまちづくり
Healthy community building

禁煙への第一歩を踏み出すなら、今！

　お申込み先　富士河口湖町役場　健康増進課電話：０５５５-７２-６０３７
7

肝炎ウイルス検査を受けましょう
（対象者の方には通知をしています）

①自覚症状はありません。
　感染しても熱や痛み、自覚症状がありません。「体がだるい」と気づく頃にはかなり重症になってしまう
　こともあります。
②血液検査が必要です。
　肝炎ウイルスに感染しているかは、肝機能検査とは別に肝炎ウイルス検査を受けないとわかりません。
③早期発見・早期治療が重要です。
　放置すると、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんに進む恐れがあります。
　肝臓がんの原因の約8割が、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスです。
④治療法が進化、飲み薬も登場。
　肝炎ウイルスに感染していても、インターフェロン治療の他、核酸アナログ製剤
　（飲み薬）でも治療が出来るようになりました。治療費の助成制度もあります。

　対象者の方は、今年度末で、41歳・46歳・51歳・56歳・61歳になる方で、過去に肝炎ウイルス検
査を受けたことがない方となります。町で行う住民健診や各種がん検診と一緒に肝炎ウイルス検診
（血液検査）が受けられます。
　健康診断の詳細は、４月の広報と一緒に配布したチラシ「健康診断のお知らせ」または町のホーム
ページ  http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ をご覧になり、この機会にぜひお申込みくだ
さい。

お申込みに
ついて

検査を受けてほしい4つの理由

今こそたばこをやめよう5月31日は世界禁煙デー

　たばこを吸っている人は、がんになるリスクが高まるだけでなく、血糖、中性脂肪、ＬＤＬコレステロール、
ＨＤＬコレステロールなどの検査値に異常が起こりやすくなります。血管が収縮して血圧が上がったり、血管
がもろくなる為、脳卒中や心臓病で命を落とす危険が2～4倍高まります。
　たばこを吸う本人だけでなく、家族や周囲の健康への影響も大きい為（受動喫煙）、禁煙することが、家
族の健康を守る事につながります。
　さあ、やめるなら 今！！ あきらめずに禁煙にチャレンジしませんか？

１．禁煙に成功した自分をイメージする。
　　禁煙に成功したら手に入れられる「いいこと」があなたを待っています。
　　（食事がおいしくなる。周囲から喜ばれる。たばこの出費が減る。息切れしなくなる など・・・）
２．吸いたくなったら、別の行動をする。
　　たばこを吸う行動を「別の行動」に置き換える方法が有効です。
　　（食事の後は場所を移動する。吸いたくなったら水を飲んだり歯磨きする。深呼吸する。など・・・）
３．禁煙外来に行く。
　　お医者さんと一緒に禁煙に取り組みましょう。禁煙治療は保険適用になるものがあります。
４．仲間と一緒に禁煙する。
　　一人では禁煙できそうにない方にお勧め。誰かと一緒に取り組むことで成功率も上がります。

これならできる！選んでトライ！
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～
口腔ケアは生きる意欲の向上につながります

皆さんは在宅でも歯科治療が受けられることをご存知でしょうか？
治療は歯科医師が行いますが、訪問で歯科衛生士の出来ることがあります。

それが口腔ケアです。

実際にこんなことをしています。
・８０歳代　認知症の女性　夫婦二人暮らし
　娘さんから、お口のにおいが気になるとのお話があり、週1回自宅での訪問で口腔ケアを行っています。
　認知症が進んでいるために自分ではブラッシングができず、ご主人も磨いてあげるということが出来ませ
　んでした。
　出来ることを確かめながら、「うがい」→「自分で磨く」→「歯科衛生士による介助磨き」→「うがい」とい
　う形でお口をきれいにしています。
　お口の体操や手遊びを取り入れて会話をしながらケアをしています。

【口腔ケアの目的】
　　　①むし歯、歯周病の予防
　　　②口臭の予防
　　　③味覚の改善
　　　④唾液分泌の促進
　　　⑤誤嚥性肺炎の予防　　　　　　　　　　　　　　　

【口腔ケアの効果】
　　  ①食べる意欲の改善
　　　②栄養状態の改善
　　　③認知機能の維持・回復
　　　④誤嚥性肺炎のリスクの回避

【口腔ケアとは】

【食支援とは】

お口をきれいにして食べられる（動く）お口を作っていくことです。

・歯磨き　
・うがい
・義歯の清掃

・粘膜清掃
・口腔周囲筋の訓練
　　　　　　　　など・・・
　　　　

きれいなお口でおいしく
食べられることになることで
ＱＯＬの向上につながります。

お口の状態を確認することで食支援もさせていただいています。

・食事の形態があっているか　
・食べる姿勢はどうか　
・食べる量はどうか　　　　　本人の状態に合わせてアドバイスさせていただくこともあります。

　　　　　　　　　　　　　

在宅歯科医療連携室　相談窓口（山梨県歯科医師会・山梨県口腔保健センター）
☎0555-252-6499　　相談受付時間：平日　午前9:00～午後5:00

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　歯科衛生士　常盤悟子

高齢や病気などで歯科医院へ通うことが困難な方はこちらへご相談ください。

口腔ケアを行うことで

生活の自立・生きる意欲の

向上につながるんじゃよ。

具体的には・・・
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男女共同参画推進委員会だより男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
コミュニケーションのすすめ わたなべ　みき

　私は現在、アロマとハーブのセラピストとして様々な
場所でお仕事をさせて頂いております。その活動のひと
つとして、あるお店の一角をお借りし、月に１度『陽だま
りカフェ』というイベントを開催しています。内容はハー
ブティを試飲して頂き、私がその方に合わせたハーブテ
ィをブレンドさせて頂くというものです。男女を問わず
開催しているものですが、アロマ、ハーブと聞くと女性に
関するものだと思う方が多く、最初は30～50歳代くらい
の女性のお客様がほとんどでした。しかし、ある日１人
の男性がいらしてこう言われたのです。「先生、健康診
断でちょっと気になることを言われてしまって・・・実は
妻にそれを言えないんだよね。」と・・・
　私は、その方のお話を聞き、気分や体調に合わせたハ
ーブティをブレンドさせて頂きました。ふと、気が付くと
その男性は、居合わせた２人の女性に「奥様に話した
方が良いと思いますよ。正直に・・・」と、アドバイスを受
けており、何やら相談している様子でした。そのうち話

が弾んで他の方も交えて楽しい交流会のようになってい
ました。その男性は、次にいらした時は奥様と、その次
はお友達を誘って来て下さいました。そうこうしているう
ちに今では会社でストレスを感じている男性、更年期で
気持ちが不安定な女性、思春期のお子様や眠れないお
年寄りの方など、老若男女問わない方がいらしていま
す。そして、私のブレンドしたハーブティよりも、お越し頂
いた方々同士の会話を楽しみにいらっしゃっる方が増え
てきました。
　初めはハーブティを多くの方に召し上がって頂きたく
開催したカフェでしたが、今ではハーブティのすすめは
勿論のこと、年齢や性別を問わずに、誰もが気軽に集ま
って情報を交換し、考えを伝え、理解し合える場所にな
りました。今後も大切なコミュニケーションづくりの場所
となり、男女共同参画の発展へと繋がる様なカフェであ
りたいと願っています。
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『理解促進研修・啓発事業』
健康科学大学　健康科学部　福祉心理学科　古川　奨

　セーフコミュニティの認証を受けるには審査料、そのほか認証を受けた後も更新料がかかります。認証
を受けることも大切ですが、様々な活動を参考にして富士河口湖町にあった安全・安心のまちづくりを目
指すことを住民全員で考えていくことが大切になるのではないでしょうか。

　全ての人が安心して安全に暮らす。私たちが町づくりで目指していきたい合言葉です。今後の障害者福祉を支える
ヒントとして世界で取り組まれる『セーフコミュニティ』について紹介をしていきたいと思います。

　事故やけがを予防するために、行政や地域住民が協
働して誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりを進め
ていきます。自分たちが住む町にはどんな問題があるの
かを明らかにし、対策を講じていきます。例としては、一
人暮らしの高齢者の転倒防止のための「健康づくり体
操」、健康科学大学の教員が取り組んでいる山梨の葡
萄や桃の収穫のために多くの方が抱える肩・腰痛の防止
のための「体操」といったその地域ならではのけが等の
防止のための取組みがあります。また、地域の皆さんの
手で子どもを守る「子供110番のいえ」などもセーフコミ
ュニティにつながる活動になります。様々な対策によっ
て得られた成果を評価し、体系だった方法によって安全
安心の向上に取り組むことが大切なポイントになりま
す。これは、1970年代にスウェーデンの小さな町におい
て取り組まれた、外傷発生予防の取り組みから始まった
ものであり、自治体内や自治体の福祉機能の強化をもた
らす結果を生み出してきたため注目されています。

　私を含め多くの方は、事故・けがについて「なぜ起きて
しまったのか」についてゆっくり考えることはあまりしま
せん。偶然の結果として考えてしまうことが多いのでは
ないでしょうか。また、残念なことに、同じ事故やけがを
繰り返してしまうこともあります。セーフコミュニティで
は、実は「多くの事故やけがは偶然起こるものではない
」という前提に立ち、事故やけがに対する頻度や原因に
ついて記録化し対応するためのプログラムを考え予防す
ることを目的としています。先ずは、富士河口湖町に住
み続けている私たちが、毎日安全に過ごすために、ここ
は注意が必要といった情報収集を行い、地域住民全員
でその情報を共有し合うことが事故やけがのないまちづ
くりにつながり、誰もが安全に暮らせる一歩となってい
きます。

　2017年3月時点において、世界では350以上の自治
体が認証を受けています。国内においても京都府亀岡市
や青森県十和田市など14の自治体がセーフコミュニティ
としての認証を受けています。その他、現在も埼玉県さ
いたま市等、安心・安全なまちとしてセーフコミュニティ
の認証を受けるために申請活動に取り組んでいる自治
体もあり広がりを見せています。

 「いつ・どこで・どの年代のどのような特徴の方が、どん
な危険に巻き込まれたり、外傷等が発生したのか」こう
いった実態を調査・監視し蓄積を行うことで、住みにくさ
を把握していくことがセーフコミュニティでは求められて
います。ですが、様々な負の出来事はたった一つの原因
や理由から生じているとは限りません。交通事故一つと
っても、様々な理由が出てきます。いつも事故が起こる
場所を観察すると急なカーブの道があったとします。こ
れは「急なカーブ」が事故につながった原因です。ですが
そこで「スピードを出してしまった」という二つ目の原因
もあるかもしれません。では、なぜスピードを出したので
しょうか。「朝、寝過ごしてしまい仕事に遅刻しそうだっ
た」、「寝過ごしたのは、ここ数日間、仕事場で許容量を
超える仕事をさせられていた」まだまだ様々な原因が密
に重なり合い事故などは起こっている可能性がありま
す。

　セーフコミュニティの考えや活動の方法を少しだけ取
り入れてみませんか？今まで見過ごしてきた多くの問題
が見つかるはずです。まちに住む私たち全員が全員の目
でもう一度じっくりとこの富士河口湖町を見つめ直し情
報を共有する。それだけでこれまで以上の安心・安全な
つながりが生まれ、お互いの思いやりがつまった富士河
口湖町になるはずです。

「セーフコミュニティ」って？

人にやさしい安全な町に

広がるセーフコミュニティ

リーズンの軌道モデル

富士河口湖町がさらに「こころ豊かなまち」に
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　富士山に登るために人々が各地から歩いてきた道は「参詣道」と呼ばれています。富士河口湖町内を経由
する参詣道としては、甲府盆地とその以西、以北の中部地方、西・北関東地域の人々が様 な々ルートを通じて
鎌倉街道（御坂路）に合流して富士山を目指すルートが主要な事例です。鎌倉街道の難所である御坂峠
は、標高約1,550ｍの地点を通り、甲府盆地との標高差は約1,200ｍ、河口湖畔との標高差は約700ｍの急峻
な峠道をもち、通行する人々は大変な労力を要しました。峠を越えて疲弊した人々が休息し、宿をとる場所
として栄えたのが河口です。河口では、富士山に登る参詣者（道者）を迎え入れ、宿と食事を提供し、加持
祈祷を行い登山に必要な用具の提供や心得の指導を行う宗教者である御師が宿坊を構えていました。一
般的に知られている御師の家のことで、江戸時代後期には約120名もの御師がいたと記録されています。
　さて、河口から富士山に向かうには、そのま
ま鎌倉街道（御坂路）を南に進んで浅川、船
津を経て富士山中に至る経路が参詣道として
考えられますが、江戸時代以前には鎌倉街道
（御坂路）から分岐した「道者道」が存在し
たことが近年の山梨県富士山総合学術調査
研究事業に伴う調査で明らかになってきまし
た。河口から鎌倉街道（御坂路）を南に進ま
ず、西に進んで御坂山地の山裾に沿って大石、
長浜を通り、大嵐を経由して富士山中につな
がるのが「道者道」です。
　河口の広瀬から山の中腹の道を進み、大石
の海蔵寺、浅間日月神社の前を通ります。この経路上に
は、かつて富士山頂の権利をもっていた山名主の旧宅が
あります。大石から天神峠を越えて長浜に入り、淵坂峠を
下ってきた「若彦路」と合流します。長浜～大嵐の区間は
道者道と若彦路が重複し、貴船神社、法印塚などを経て
天神峠を越えて大嵐に至ります。天神峠には「大嵐天神
社」があり、大嵐地区の氏神として地域の信仰を集め
てきました。峠道を下ると大嵐の集落に達します。大嵐
には日蓮宗寺院の持名山蓮華寺があり、創建当時は真
言宗寺院で「大同山御堂寺」と号していましたが、鎌倉
時代に日蓮上人の折伏により日蓮宗に改宗し、現在の寺号に改めたと伝えられています。蓮華寺周辺には
足和田山（だんの山）や同寺の奥の院などがあり、富士山の修験に関わりをもつ地域であることから、道者
道が大嵐を経由する理由として修験との関係が考えられます。道者道は大嵐で若彦路から分岐し、大嵐小
学校の前を通り富士山中へ向かいます。江戸時代後期に編纂された『甲斐国志』に伴い作成された「大嵐
村絵図」には、道者道が明記されています。近年、地元の有志により石碑も建立されました。大嵐から先は、
土地改良事業に伴う圃場整備等で地割や地形が改変されたため、道者道の経路を特定することが困難で
す。推定では、船津字箕輪地内で冨士御室浅間神社の里宮と二合目本宮を結ぶ「御室道」と合流し、さらに
同字狐塚の町民グラウンド付近で船津口登山道に合流して船津胎内に至り、中ノ茶屋（遊境）付近で吉田口
登山道に交わり、富士山頂へ結ばれます。
　河口湖を反時計回りで富士山に向かう特異な参詣道ですが、世界文化遺産富士山の「信仰の対象」とし
ての価値を証明するうえで、古い形態の信仰のあり方を考えるために重要な道であり、今後も調査研究が望
まれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （生涯学習課文化財係　杉本悠樹）

河口湖周辺の歴史の道と道者道の経路図

「富士山　道者道」石碑（大嵐）
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富士河口湖町の観光に関する興味深い情報やまちづくり情報などを紹介するかわら版です。

富士山と湖と高原のまち̶日本の湖水地方̶

「富士河口湖町観光統計年報」を公表しました。

「富士河口湖町観光統計年報」

「富士河口湖町観光統計年報」公表の意義

観光まちづくりかわら版観光まちづくりかわら版観光まちづくりかわら版観光まちづくりかわら版観光まちづくりかわら版
富士河口湖町

29年5月号(第50号)

お問合せ　観光課 観光振興係　℡７２-３１６８／E-mail kanshin@town.fujikawaguchiko.lg.jp

　富士河口湖町観光課では、町内における観光事業の経営戦略や政策評価に資する基礎資料を提供すること
を目的とし、町内の観光に関する統計データを「富士河口湖町観光統計年報」としてまとめ、公表いたしました。

　富士河口湖町観光統計年報では、１年間の町内の観光動向をまとめていま
す。主なデータとして、「月別観光入込客数」、「月別外国人宿泊客数」、「国籍
別外国人宿泊客数」、「月別観光案内所利用者数」などを富士河口湖町ホーム
ページ（※下記URL）にて公表しています。
　今回が初めての公表となりますが、今後観光統計年報を作成していく中で、
前年比較や経年比較などのデータ分析も行っていきたいと考えています。
※http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/info/info.php?if_id=4067&ca_id=15

　観光に関する統計データについては、山梨県や国等が公表していた資料を利用してい
ましたが、「富士河口湖町」の資料やデータを収集、集計し、「富士河口湖町」に特化した観
光統計資料を作成することで、町内における観光事業の経営戦略などに役立てていただ
きたいと考えています。
　また、観光統計の公表内容は順次見直しを行いますので、ご意見・ご要望等がございまし
たら、「観光課 観光振興係」までお願いいたします。

空き家バンクについてお知らせ！
　富士河口湖町内に存在する空き家を「富士河口湖町空き家バンク」に新規登録し、
町外に住所を有する者と賃貸借契約に至った場合に、1所有者等につき10万円を
限度とし補助金を交付する空き家提供促進事業という制度があります。まずは、お
電話を！！！

①まず、役場の担当者にお電話を！
　電話番号　0555-72-1129　担当：政策企画課　岡村・後藤・小山田
②物件の状態や間取りなどの確認のため、担当者が空き家物件に訪問させてもらいます。
③大家様から伺った情報をまとめ、インターネットで情報発信を行います。
④町役場が仲介に入り、条件に合う方をご紹介。条件が合えば貸出！

空き家バンク
登録までの流れ



25広報

社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより

　町社協では、3月28日（火）に、勝山ふれあいセンター
において、「福祉・ボランティア交流の集い」を開催。当
日は、社協役員やボランティア関係者等229名が参加
し、感謝状の贈呈や児童生徒の福祉作文・ボランティア
ポスター入選者の表彰、小中学校への共同募金会長表
彰状の伝達も併せて行いました。
　また、山梨学院短期大学の田草川憲男先生をお招き
し、「健康寿命を延ばすための減塩と適正体重につい
て」と題して講演をしていただきました。その中で特に、
普段から薄味になれたバランスの良い食事や適度の運
動をすることにより、適正体重を維持することが大切で
あると力説され、健康寿命を延ばすための考える良い機
会となりました。

　富士河口湖町デイサービスセンターふれ愛は、通所介
護・居宅介護支援を行っています。
　ご利用者からのニーズやご要望をお受けする窓口を設
けています。ここに状況をお知らせします。

　町社協では、町内の視覚障害者を対象に、今年度も、
パソコン講習会を開催します。内容
は、音声で確認しながらのパソコン
操作や、情報を音声で入手する方法等
を学びます。この機会にパソコン体験
をしてみませんか？

　実施日：全8回（木曜日）
　　　　  ６月15日、29日・
　　　　  ７月20日・
　　　　   8月3日、17日・９月７日、28日・
　　　　 10月12日

　実施時間：午前９時30分～12時

　実施場所：富士河口湖町中央公民館

　対象者：町内の障害者手帳保持者で、
　　　　　視覚障害者１・２級

　定　員：5名（定員になり次第締切り）

　申込締切日：5月25日（木）

　申込み、問合せ先：富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　（電話 72－1430）

視覚障がい者のためのパソコン
　　　　　講習会の開催【参加者募集】

『福祉・ボランティア交流の集い』を開催

デイサービスふれ愛からお知らせ

田草川憲男先生より健康寿命を延ばす方法とは

ケアの内容に関わる事項
個人の嗜好選択に関わる事項
制度･施策・法律に関わる事項
その他
要望

１件
１件
０件
０件
１件

平成28年度相談状況

～災害を体験した方のエピソード～ 
「一日前プロジェクト」

『生きている間はもう来ないと思った 
　　　　　　　～前回の経験、生かせず～』　

―平成19年新潟県中越地震（平成19年7月）― 

　　　　　　　　　　　　　　　（柏崎市　50代　男性）

内閣府「一日前プロジェクト」　http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/ichinitimae/　 地域防災課　防災係

　私個人としては、数年前の新潟県中越地震の経験はほとんど生きなかったということですね。あのときは、他の人は
結構被害があったと言うんですが、うちの場合はちょっと不安定に棚の上に置いていた荷物が１個落ちたぐらいだった
ものですから。
　うちのおやじなんかも、「この辺は地盤がいいから」と言うので、私も安心していたんです。それに、中越地震のよう
な大きな地震は、もう自分が生きている間は来ないだろうなんて、変な自信がありましたね。それが何年もしないうちに
こんな大きな地震が来るなんて夢にも思いませんでした。



26 広報

からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

八丁目会 5月のおススメ！

地域に根差して…
根場地区の第８番目の“組”です！

町民の皆様は無料で入場できますので、お気軽にお越し下さい。その際、免許証などご住所の確認できるものをご提示下さい。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

日　程；5月14日㈰、5月21日㈰　午前１１時、午後1時
※ご希望の日と時間をご予約ください。（要予約）
料　金；町民特別価格 2,000円
大きさ；だいたい直径６センチ、高さ７センチ
予　約；土あそび富士炉漫窯(前田) 
　　　  ℡080-5024-5735

作品は乾燥・素焼き・本焼き後、およそ１ヶ月でお送り
いたします。(送料着払い)

大好評！ 現在開催中
～2018年３月末

現在開催中～6月9日㈮

６月11日㈰～６月３０日㈮

見晴らし屋　企画展

前田こうせい
原画展

初夏を迎えてVol.２
＊ガラス・金工＊

夏・Kirari☆３人展
＊ガラス・陶・羊毛＊

匠や　企画展

いやしの里スタッフ募集！

「お蚕さん」を育てます！

ふくろうの植木鉢を作ろう！

　昔の根場地区及び日本の農村生活の再現を目指

した取組みとして「お蚕さん」を育てます。

 『養蚕室（ようさんむろ）』を使って、6月上旬から

ご覧いただける予定です。

…
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……………………………………

…………………………………

≪詳細お問合せ先≫
西湖いやしの里根場総合案内所　TEL；0555-20-4677　URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

3月～11月：午前9時～午後5時　無休／12月～ 2月：午前9時30分～午後4時30分／水曜日定休日

陶と香のかやぬま

紙屋　逆手山房

大石紬と布の館
土あそび富士炉漫窯

衣替えには、上質な「たんす香」をどうぞ。

縁側で「おりがみ」遊び！

シルクストールでUV対策！

手づくりのミニ植木鉢

暖かい縁側でお茶しながらカブトを折って遊びましょう
山梨限定野菜生活白桃ミックス　
優しい甘さのミックスジュースです。
テラスで富士山を眺めながらコーヒーはいかがですか。

季節膳をどうぞ。

一度松扇の鴨せいろを召し上がって下さい。

5/7まで梅紋様の器と藍染絞りのバッグ
5/10から万華鏡や葉っぱの形のスプーン

和膳屋　彩雲

食事処　里山

匠や

おもいで屋

石挽き手打ちそば松扇

ちりめん細工・つるし飾り

＊着物や鎧などの着付けを手伝っていただけるスタッフ

＊事務・販売・受付業務スタッフ

　詳細についてはお問合せください。

西湖いやしの里根場 総合案内所／0555-20-4677
お問合せ時間／9:00～16:00

スタンプラリー参加で、

ちょっぴりプレゼントをご用意しています。

各建物を巡りながら、端午の節句飾りをお楽しみ下さい。

まんが日本昔ばなしの

端午の節句スタンプラリー

５月８日㈪～５月２８日㈰
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河口湖ステラシアター通信 5月号

※３才以下のお子様の入場はご遠慮願います。

※4歳以上のお子さまからご入場いただけます！

シャトルバスの
運行あり

シャトルバスの
運行あり

シャトルバスの
運行あり

♪河口湖ステラシアター＆河口湖円形ホール公演情報♪

このページについてのお問合せは、河口湖ステラシアター  ７２－５５８８までどうぞ

http://www.stellartheater.jp/

&
♪自然の香りが響きわたる♪

河口湖円形ホール
♪優しい音が湖風に舞う♪

今、伝えたいこと ２０１７ ウクライナの名バレエ団が山梨にやってくる！

Mt.FUJI 楽園音楽祭2017

イルカ with Friends
Vol.13

チャイコフスキー 夢の３大バレエ

スターダスト☆レビュー
In ステラシアター

「くるみ割り人形」「白鳥の湖」「眠れる森の美女」より
豪華名場面集

[日程] 2017年7月29日㈯　開場/14:00　開演/15:00
[会場] 河口湖ステラシアター (野外音楽堂)
[出演] イルカ（IUCN国際自然保護連合親善大使）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　さだまさし / 六文銭'09(小室等､及川恒平､四角佳子､こむろゆい)

　　　　　江原啓之 / 神部冬馬
[料金] 全席指定(税込)
　　　 一般 ６800円 / ステラ会員 6300円
　　　　　　　
[一般発売] 2017年5月２０日 (土)  AM10：00～

♪河口湖円形ホール　公演情報♪

ピアノデュオと歌の調べ 日本の四季
[日程] 2017年5月21日㈰　開場/13:30　開演/14:00
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] ソプラノ 豊田麻理奈 / ピアノ 春日井康平 / ピアノ 中村友美
[料金] 一般2000円(前売) / 2500円(当日)
　　　 高校生以下1500円(前売) / 2000円(当日)
[プログラム] 日本の四季、さくら横ちょう、ベルガマスク組曲 他

[日程] 2017年９月２日㈯
　　　 開場/14:30　開演/15:00
[会場] 河口湖ステラシアター (野外音楽堂)
[出演] キエフ･クラシック・バレエ
[料金] 全席指定(税込) 

　　　 S席 4500円(一般) / 4200円(町民)
　　　 　　　　　　　　　 / 4000円(ステラ会員)
　　　 A席 3500円(一般) / 3200円(町民) 
　　　 　　　　　　　　　/ 3100円(ステラ会員)
[一般発売] 2017年５月１３日(土)  AM10：00～

[日程] 2017年7月22日㈯
　　　 開場/16:00　開演/17:00
[会場] 河口湖ステラシアター
　　　 (野外音楽堂)
[出演] スターダスト☆レビュー
[料金] 全席指定(税込)
　　　 一般 6700円 / ステラ会員 6200円

[一般発売] 2017年５月27日(土) AM10：00～

※未就学児の入場はご遠慮願います。

ゲスト

☆対象公演：7月29日(土)開催　イルカ with Friends 　　　　  ☆対象公演：7月22日(土)開催　スターダスト☆レビュー
◆受付日時：2017年5月18日（木） AM10：00～AM17：00 　　　 ◆受付日時：2017年5月22日(月)  AM10:00～17:00
◆受付方法：両公演ともに、電話予約のみ  ☎７２－５５８８ １日限定の先行予約です！！お見逃しなく！

町民特別先行予約決定！
̶町民限定の特別先行予約を受付いたします。詳細は下記をご確認くださいー
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5月20日㈯
実施日

●相談は予約制です● ※相談日の４日前までに政策企画課  ℡ 72-1129まで連絡してください。
　相談は、1人20分間です。

月～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午後５時
多重債務相談　消費者問題相談 ほか

消費者問題のお悩みは

相談専用ダイヤル ℡0555－22－1577
富士吉田市消費生活センターへ

渡辺久美子 72－2849　 　  堀内 　洽　83－2304　　　  渡辺 秀樹　82－2424　 　  小林 直彦　87－2846町の行政相談委員さん

http://www.kenkoudai.ac.jp
『健康大ブログ』好評発信中！

お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）　　■入試広報課　0555-83-5240

℡055－253－2376

山梨県司法書士会総合相談センターの
司法書士無料相談（予約制）

毎月第４火曜日　午後１時～４時　　富士山駅ビル(Ｑ－ＳＴＡ) 地下１階
予約受付　月～金曜（祝日除く）　　午前９時～午後５時
　相続・遺言・成年後見・登記に関する相談、家・土地に関する相談　
　会社に関する相談、借金・日常生活のトラブルに関する相談 ほか

健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします

　　26,506人
(－37)

 12,946人
(－26)

 13,560人
　(－11)

 10,169　
(＋27)

人口

男

女

世帯 世
帯

●結 婚 相 談 日●
富士河口湖町結婚相談所では、
毎月１回「結婚相談日」を
設けています。
お気軽にご利用ください。

●相談日/6月4日（日）　
●時　間/午前10時～12時
●場　所/町民福祉館ふじやま  ２階
●問合せ/町社協（７２ ー １４３０）
●その他/写真、身分証を持参する
　　　　  ことと、なるべくご本人が
　　　　  来所してください。

●日時/５月２３日(火)（予約優先）
 　　　午前９時～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●会場/忍野村役場
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

●年  金  相  談●
●日時/６月１４日(水)（要予約）
 　　　午前９時30分～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●会場/河口湖商工会
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

●国民年金・社会保険相談(社会保険労務士による相談)●

4月１日現在の
人口・世帯

●町民福祉館ふじやま　 午前10時～12時　  　 ●勝山出張所　　 　午後1時～3時

●町民福祉館ふじやま　 午前10時～午後2時
●勝山出張所　 午後  1時～ 4時

　 ●足和田出張所　　 午後1時～4時
　 ●上九一色出張所　 午後1時～4時

弁護士相談

行政相談
心配ごと相談

平成29年度入学式 挙行
　去る平成29年4月3日(月)、ハイランドリゾートホテ
ル＆スパにて、平成29年度健康科学大学入学式が挙
行され、健康科学部15期生と看護学部2期生合わせ
て232名が入学いたしました。
　当日は、遠方からも多くの保護者の皆様、富士河口

湖町をはじめ周辺市町村関係者、教育関係者、医療・福祉関係者など多くの方々にご
列席いただきました。また、渡辺喜久男町長からは、新入生へ歓迎のご祝辞を頂戴いた
しました。お忙しいところご列席いただき、心よりお礼申し上げます。
　式典では、看護学科1年生の小池璃生さん（富士河口湖高校出身）が新入生を代表し
て、「これからは、本学の学則に従い、人間としての誇りと自信を持って、多くの学友と
共に、学業と人間形成に励むことを誓います」と宣誓しました。
　また、理学療法学科4年生の山下刀夢さん（学友会会長）が在学生を代表し、新入生
をあたたかく歓迎しました。
　新入生の皆さんにはこれからの4年間、学業はもちろん、サークル活動、ボランティ
ア活動など大学時代にしかできないかけがえのない体験をたくさんしてもらいたいと
思います。
　町内の皆様もどうか温かく見守っていただきたいと思います。

看護学科小池璃生さんによる新入生代表宣誓

在学生歓迎の辞を述べる学友会会長 山下刀夢さん
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アンケートにご協力ください

Q1 町からの情報の入手方法は？
広報誌 ・ ＣＡＴＶ ・ 町公式ホームページ ・ フェイスブック ・ メルマガ・ 回覧・公民館など
の掲示やチラシ・ その他（　　　　　　　　）

Q2 広報誌の入手方法は？
自治会配布 ・ 銀行やコンビニ等 ・ 町役場や出張所 ・ その他（　　　　　　　　）

Q3 広報誌は… すべて読んでいる ・ 関心のある分野のみ ・ 読んでいない

Q4 広報誌の情報量は　多い ・ ちょうどよい ・ 少ない

Q5 今月号の広報誌で必要ないと感じた記事とその理由

Q6 今月号の広報誌で役に立った記事とその理由

Q7 こんな面白い人がいる、取り上げてほしいことがあるなどの情報や、
広報誌に関するご意見、要望などご自由にお書きください

アンケートの答え・年齢・性別・地区（プレゼ
ントを希望の場合は住所と名前必須）を明
記し、点線で切り取り、はがきに張り付ける
か、メールで下記連絡先の政策企画課まで
お送りください。
いただいた情報は厳重に管理し、目的以外
には使用いたしません。

〒401-0392　
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
　富士河口湖町役場
  　　　政策企画課　広報統計係
e-mail:seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

回答方法

アンケート回答先
………………………………………

お答えいただいた方の中から、
抽選で10名様に

を差し上げます。

特製ふじぴょんランタン
（富士らんたん）

※当選者は発送をもってかえさせていただきます。

お答えいただいた方の中から、

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

5月10日㊌・24日㊌今月の相談日

時間:午後1時30分～／午後2時30分～
場所:中央公民館  第2会議室

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129お気軽にご相談下さい。相談は予約制（無料）です。

●生活困窮者・母子世帯等の就業相談について●

●女性なんでも相談のお知らせ（毎月第2･第4水曜日）●

　町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前の平日）にハローワークが出張しての就業相談を実施しています。次
回は６月５日（火）朝１０時から１１時半に町役場１階１０２会議室で実施します。対象者は、生活保護受給者・生活困
窮者・母子世帯となっておりますので、希望する方はお気軽にご相談ください。

お子さん　　　　　　父　　　　 母

おめでた（出生）

届出人

おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

佐野　　翼　　兼太郎・香　織　船津

在原　太一　　大　輔・麻　美　船津

額谷　緒音　　裕　成・安　見　船津

渡邊　　要　　　豪　・紫　織　船津

梶原ゆめか　　和　也・さわか　船津

小林　　蒼　　　光　・好　美　船津

佐藤　蓮馬　　壮　馬・さつき　船津

永田　陽春　　吉　直・祐　子　船津

外川　真鈴　　和　哉・　恵　　浅川

柏木　心桜　　七　星・真　綾　小立

新田　頼志　　英　明・はるか　小立

稲葉　奏介　　雄　飛・美　香　勝山

小林　美玲　　俊　治・麻裕美　勝山

青栁　幸江　64歳　青栁　直樹　船津

古屋　久之　87歳　古屋　美彰　船津

長山　幸二　67歳　長山加代子　船津

中村さき子　73歳　中村　　弘　船津

淺田　晴明　82歳　淺田　晴美　船津

渡邊すゑ子　99歳　渡邊洲美雄　船津

桑原　　稔　89歳　古屋　一哉　船津

渡邉かな江　62歳　渡邉　英明　船津

小林　恒憲　77歳　小林　　修　船津

山下　數雄　87歳　山下　幹仁　浅川

保坂　和彦　74歳　保坂登志郎　浅川

宮下　福子　93歳　宮下　哲朗　河口

友谷　文一　80歳　友谷　保文　河口

中村　國保　84歳　中村　保之　河口

在原　秋雄　81歳　在原　　一　勝山

倉澤　榮一　91歳　倉澤　　秀　勝山

三浦　　勉　80歳　三浦　宏之　西湖南

三浦千代子　86歳　三浦　義孝　西湖南

石川　利雄　74歳　石川　智也　精進

渡邉ハツ子　97歳　渡邉　正俊　精進

渡邉　　進　84歳　渡邉　　勇　本栖

山口　晴子　63歳　山口　友次　富士ヶ嶺

大木　知也　 ＝　 秋田　　愛　船津

小池　裕樹　 ＝　 三浦　まみ　船津

井出　洋一　 ＝　 近持　美穂　船津

菅原　　凌　 ＝　 相澤　　萌　小立

堀内　涼平　 ＝　 荒井　萌依　河口

　

おめでた・おくやみ
〈3/17～4/16〉
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「広報富士河口湖」は資源保護とリサイクル促進のため再生紙を使用しています。

☎２３-４４４４ （富士五湖消防本部テレフォンサービス）
☎055-224-4199 （山梨県救急医療情報センター）24時間対応休日・夜間の救急医の問い合わせ先

「河口浅間神社例祭 稚児の舞奉納」表紙の説明
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富士河口湖町とツェルマット（スイス）は、友好都市提携しています。

ヒューマニティキャンペーンやまなし２０１７
５月は赤十字運動月間です。
赤十字の活動は皆さま方からの活動資金（会費）に支えられております。
皆様方のご協力をお願いします

富士河口湖町分区

【問い合わせ】
子育て支援課 ファミリーサポートセンター
　　　　　　　☎0555-72-3806
生涯学習課　☎0555-72-6053
申し込みは6月16日(金)までに
お願いします。

平成29年6月20日（火）から様々な日程で24時間
を予定しています。詳細はお問い合わせください。

◇小児看護の基礎知識 (講師：古市嘉行氏)

◇心の発達とその問題 (講師：有泉風氏)

◇子どもの遊び・保育の心 (講師：駒井美智子氏)

◇子どもの栄養と食生活 (講師：栄養士)

◇子どもが快適に過ごすための環境 (講師：保育士)

◇保育の心・活動中の注意・役割など (講師：保育士)

◇事故の特徴や原因と応急救護 (講師：消防士)

専門の講師による講座内容

※詳細な日程はお問い合わせください。
　まかせて会員は16時間以上・生涯学習課ボランティア
　は12時間以上の受講が必要です。

「子育ての手助けをしてほしい
人(おねがいい会員)」と「子育
てを手助けしたい人(まかせて
会員)」の支えあいでできていま
す。現在約300名で構成されて
いるこの相互支援活動は有償
ボランティアとなります。謝礼金
を支払うことで、会員同士が対
等な立場で活動しています。

子ども未来創造館での親子教
室の託児や、イベントの企画運
営など、ボランティアグループ
(F・K・はんず)として活動してい
ただいています。お祭りや季節
のイベントなどで現在19名の

皆さんに活躍
していただい
ています。

富士河口湖町では専門の講師
を招いて、子育て支援課ファミ
リーサポーター、生涯学習課ボ
ランティアの養成講座を実施し
ます。この講座での知識や経
験は、自らの新しい分野を切り
開くチャンスにもなります。「地
域のため」だけでなく、「自分
のため」にもボランティア活動
を通じて新しい自分に出会って
みませんか？ボランティアとして
活動していただくだけでなく、
子育て・孫育て様々な場所で活
動の場を広げていただける内
容となっています。

生涯学習課
ボランティアとは？

子育て応援ボランティア募集

ファミリーサポーター・生涯学習課ボランティア
養成講座開講

地域のために
自分のために

養成講座の内容ファミリーサポートとは？

～ ～
Our World. Your Move.

（赤十字運動スローガン）

　４月２５日河口浅間神社の春の例大祭において伝統行事「河口の稚児の舞」が奉納されました。
　河口の稚児の舞は、神社の神前で地元の小学生の女の子が数名、笛や太
鼓の音に合わせて踊る河口地区に伝わる伝統的な舞です。４００年以上前に
　富士山の噴火を鎮めたとされる神様に感謝するために始められたもので、
今年３月に国の重要無形民俗文化財に登録されました。
　登録後初めての披露となった当日、地元の小学生の女の子６名が鮮やかな
赤の衣装を身にまとい、剣、扇、御幣を手に美しい舞を奉納し、訪れた多くの
地元の方、観光客を魅了しました。
　歴史が深く、地元の方に愛される稚児の舞、いつまでも伝統を守っていただ
きたいと思います。



歳　入

歳入総額
１20億8,0００万円

町税
42億1,550万円
(34.9％)

地方譲与税
8,800万円(0.7％)

利子割交付金
500万円(0.0％)

配当割交付金
1,500万円(0.1％)

株式等譲渡所得割交付金
800万円(0.1％)地方消費税交付金

4億7,800万円
(4.0％)

ゴルフ場利用税交付金
4,500万円(0.4％)

自動車取得税交付金
1,500万円(0.1％)

地方特例交付金
1,200万円(0.1％)

地方交付税
22億8,000万円
(18.9％)

交通安全対策特別交付金
300万円(0.0％)

分担金及び負担金
1億691万円
(0.9％)

使用料及び手数料
9,672万円
(0.8％)

国庫支出金
10億4,081万円
(8.6％)

県支出金
5億228万円
(4.2％)

財産収入
6,334万円
(0.5％)

寄附金
2億円
(1.7％)

繰入金
5億5,782万円(4.6％)

繰越金
2億5,000万円
(2.1％)

諸収入
1億162万円(0.8％)

町債
19億9,600万円
(16.5％)

歳入総額  120億8,000万円
前年度比較平成29度予算額款名称

町 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
町 債
合 計 

42億1,550万円
8,800万円
500万円

1,500万円
800万円

4億7,800万円
4,500万円
1,500万円
1,200万円

22億8,000万円
300万円

1億691万円
9,672万円

10億4,081万円
5億228万円
6,334万円

2億円
5億5,782万円
2億5,000万円
1億162万円

19億9,600万円
120億8,000万円

1億5,183万円
0万円
0万円

900万円
500万円

△5,200万円
0万円

200万円
0万円

△2,000万円
△30万円
△920万円
△102万円
7,182万円

△2,197万円
△6,042万円

△3億円
1億4,555万円
7,000万円
291万円

3億7,680万円
3億7,000万円

構成比
34.9%
0.7%
0.0%
0.1%
0.1%
4.0%
0.4%
0.1%
0.1%
18.9%
0.0%
0.9%
0.8%
8.6%
4.2%
0.5%
1.7%
4.6%
2.1%
0.8%
16.5%
100.0%

■町税
　町税については対前年度
比３．７％増の４２億１５４９
万６千円を見込んでいます。
　増額の主な要因は、個人・
法人の町民税と固定資産税
の増額が見込めることによる
ものとなっています。

■地方譲与税
　地方揮発油譲与税は、国
が徴収する揮発油税などを
市町村道の面積及び延長に
応じて交付されるものです。
　また、自動車重量譲与税
は、自動車重量税が国税と
して徴収され、その収入の一
部が市町村道の面積及び延
長によって交付されるもので
す。

歳入の内容

一般会計予算額一般会計予算額一般会計予算額 120    8,000120    8,000120    8,000億億億 万円万円万円
(前年度比 3億7,000万円増)

町予算特集町予算特集町予算特集町予算特集
平成２9年度予算



町予算特集②

■利子割交付金
　利子税５％のうち、５分の３に相当する額を各市町村の
個人県民税の収入割合に応じて市町村に交付金として交
付されるものです。

■配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金
　金融証券税制の軽減、簡素化に伴い、個人に係る一定
の上場株式等の配当及び株式譲渡益の課税に対し、県が
徴収を行うものを財源に、その一部を配当割交付金及び株
式等譲渡所得割交付金として市町村に交付されるもので
す。

■地方消費税交付金
　地方消費税交付金は、地方消費税の一部を財源として
交付されるものですが、消費税率の改定による税額増額分
は、１７分７となっております。　この交付金の交付基準は、
消費税引上げ前の従来分は、「人口」と「従業者数」の割合
で按分し、引き上げによる交付金の増分については、社会
保障財源化に適した交付基準という観点から「人口」のみ
で按分交付されることとなっております。

■ゴルフ場利用税交付金
　ゴルフ場利用税の一部をゴルフ場所在の市町村に交付
されるものです。

■自動車取得税交付金
　自動車取得税額の一部を市町村に国県道の面積・延長
によって交付されるものです。　減額分については、消費税
の引き上げに合わせて自動車取得税率を段階的に調整す
ることによる見込みの減額となっております。

■地方特例交付金
　地方特例交付金の平成２９年度分は、減収補てん特例
交付金となっており、所得税から住民税への税源移譲に伴
う住宅取得控除関係の減収を補てんするための交付金で
す。

■分担金及び負担金
　主なものは、保育所の保育料となっており、総額１億６９
０万７千円となっています。

■地方交付税
　普通交付税は、対前年度比２０００万円の減額の２０億
８０００万円を計上し、特別交付税と合わせて、２２億８００
０万円としております。　
　普通交付税においては、合併算定替の縮減による減額
分として約２億６００万円の減額があるであろうことなどを
見込み、さらに全国ベースの伸び率を適用した参考資料及
び実績額をも鑑み計上しております。

■交通安全対策特別交付金
　道路交通法の反則金の一部の額が交通事故件数や市
町村道の延長距離等により市町村に交付されるものです。

■使用料及び手数料
　町有施設の使用料が主なもので、温泉休養施設使用料
蝙蝠穴使用料等を見込んでおります。

■国庫支出金
　７．４％増の１０億４０８０万９千円を見込んでおります。
　内訳は、身体障害者保護費負担金など扶助費等に充て
る負担金として、約５億６千万円となっており、補助金では、
主なものとして、地域生活支援事業費等補助金など福祉関
係事業に充てるものが、約２千１百万円、普通建設事業に
充てる社会資本整備総合交付金、都市再生整備計画交付
金などが約２億１千万円、教育費に充てる社会資本整備
総合交付金などが約２億２千万円となっており、補助金の
合計は、４億６６２９万５千円を見込んでおります。

■県支出金 
　４．２％減の５億２２８万円を見込んでおります。
　児童手当負担金・国民健康保険基盤安定制度負担金・
後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金などの負担金
が、約３億円となっており、補助金では、主なものとして、重
度心身障害者医療費助成事業補助金など福祉事業に充
てるものが約８千２百万円、乳児医療費補助金など衛生費
に充てるものが約３千１百万円などで総額１億８８８７万９
千円を見込んでおります。

■財産収入
　４８．８％減の６３３４万３千円となっています。
　主な内容は、財産貸付収入の小立区画整理事業地内道
路予定地の貸付収入が約１千６５万円となっており、利子
及び配当金が、４１５万６千円となっています。

■寄附金
　主にふるさと応援寄附金を見込み、約２億円となってい
ます。

■繰入金
　３５．３％増の５億５７８１万７千円を見込んでいます。　
基金繰入金では、建設事業へ充当する公共施設建設基金
を８４５０万円のほか、ふるさと応援寄附基金からの繰入金
９９１０千円、合併特例事業債の償還の為、減債基金を１
億６１５０万円繰り入れることとしています。
　また、各地区の財産区からの繰入金を総額２億１２７１
万７千円計上しております。

■諸収入
　２．９％増の１億１６２万１千円となっています。　



町予算特集③

　主なものは、市町村振興協会市町村交付金１２１０万
円、蝙蝠穴収入７００万円、いやしの里事業等収入１６６０
万円、ごみ袋販売収入２２４０万円などとなっています。

■町債
　臨時財政対策債を対前年度比３６００万円増の４億８０
００万円を見込んでおり、これを除いた通常債は１５億１６
００万円となっています。
　主な内容は、町道登山道線道路整備事業、船津小学校

建設事業、八木崎公園整備事業、船津保育所整備事業、
町民運動場防球ネット整備事業、河口湖北岸地整備事業
など合併特例事業に充当する合併特例債が７億６９９０万
円となっているほか、過疎対策事業債を６７６０万円と民生
債（船津保育所整備事業）を３億５３６０万円、辺地対策事
業債を６００万円、公共事業等債を２億７２９０万円、緊急
防災・減災事業債を４６００万円起債することを見込んで
おります。

　目的別歳出の「款」の予算及び性質別経費の予算は、
別表のとおりとなっていますので参照してください。ここ
からの歳出予算の内容については、事業の目的をわかり

やすくお知らせするために町役場が組織している各課・
局体系に合わせて主な事業を説明します。

歳出の内容

歳　出

歳出総額
１20億8,0００万円

議会費
9,601万円(0.8％)

諸支出金
1,756万円(0.1％)

予備費
1,000万円(0.1％)

総務費
15億1,755万円(12.6％)

農林水産業費
1億5,397万円(1.3％)

商工費
3億9,974円(3.3％)

土木費
10億9,117万円
(9.0％)

消防費
5億5,111万円
(4.6％)

公債費
15億9,792万円(13.2％)

民生費
34億7,136万円
(28.7％)

教育費
18億7,216万円
(15.5％)

衛生費
13億146万円
(10.8％)

歳出総額  120億8,000万円
前年度比較構成比平成29度予算額款名称

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農 林 水 産 業 費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
歳 出 合 計

9,601万円
15億1,755万円
34億7,136万円
13億146万円
1億5,397万円
3億9,974万円
10億9,117万円
5億5,111万円
18億7,216万円
15億9,792万円

1,756万円
1,000万円

120億8,000万円

89万円
△1億7,957万円
4億7,752万円
△1,689万円

377万円
△5,212万円
△3億139万円
2,674万円

3億7,587万円
3,518万円

0万円
0万円

3億7,000万円

0.8%
12.6%
28.7%
10.8%
1.3%
3.3%
9.0%
4.6%
15.5%
13.2%
0.1%
0.1%

100.0%

……………………………………………………………………………………………………………………



町予算特集④

1 財産管理費　5,200千円
　⑴本栖公民館周辺公共用地整備事業　2,000千円
　　　本栖公民館一帯の公共施設解体後の整地・砕石
　　敷均し工事を行う。
　⑵(新)公共施設再配置計画策定委託　3,200千円
　　　公共施設等総合管理計画に関連し、将来の当町
　　公共施設の配置計画（方針）を策定する。

2 町議会議員選挙費　12,190千円
　⑴(新)町議会議員選挙
　　10月任期満了の町議会議員選挙を執行するもの。
　　（立会人及び選挙事務手当、ポスター掲示板設置など）

1 企画政策費　15,790千円
　⑴第2次富士河口湖町総合計画策定事業
　　6,500千円
　　　平成30年度からの第2次計画策定
　⑵キャラクター関係事業　1,290千円
　　①ウェブサイト制作管理事業　240千円　
　　②キャラクターグッズ作成事業　1,050千円
　⑶健康科学大学振興補助金　8,000千円

2 富士山世界文化遺産保全推進事業費　
　3,773千円
　⑴富士山世界文化遺産関連負担金
　　①保存活用推進協議会負担金　　1,765千円
　　　保全（経過観察）と活用（受け入れ体制整備）策
　　　の実施
　　②五合目インフォメーションセンター運営協議会負
　　　担金　1,761千円
　　③五合目救護所設置運営負担金　247千円

3（新）東京オリンピック・パラリンピック誘致事業費 
　3,929千円
　⑴東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致
　　事業
　　　質の高い魅力ある観光地づくりを推進するため、
　　東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿誘致を推
　　進する。
　　　専門的な見地からの助言や海外競技団体との橋
　　渡し等の支援を受けるためアドバイザーを委嘱し、共
　　に交渉にあたる。

4 文書広報費　17,019千円
　⑴町民カレンダー作成事業　1,690千円
　　　町からの情報や行事・イベントなどを掲載した「町

前年度比較構成比平成29度予算額性質別経費
15億4,528万円
11億2,361万円
15億9,792万円
22億6,641万円

9,665万円
16億5,576万円
4億3,624万円

12億1,731万円
21億3,081万円
8億6,548万円
12億6,283万円

1,000万円
120億8,000万円

人 件 費
扶 助 費
公 債 費
物 件 費
維 持 補 修 費
補 助 費 等
積 立 金
投資及び出資金
貸 付 金
繰 出 金
普通建設事業費

補助事業
単独事業

災害復旧事業費
補助事業
単独事業

予 備 費
合     計

1,740万円
△180万円
3,518万円
1億472万円
△3,021万円

△1億7,279万円
56万円

250万円
4億1,445万円
1億5,200万円
2億6,045万円

3億7,000万円

12.8%
9.3%
13.2%
18.8%
0.8%
13.7%
3.6%

10.1%
17.6%
7.2%
10.5%

0.1%
100.0%

【資料についての注意】
　事業費の金額は、千
円単位で表示しており
ます。千円未満を四捨
五入していますので、
実際の予算及び主な
経費と異なる場合があ
ります。
　また、主な事業のみ
を掲載しておりますの
で合計金額が総予算
額と一致いたし
ませんのでご
了承ください。

事 業 概 要 説 明 書

総　務　課

政策企画課



町予算特集⑤

　　民カレンダー」を作成し、配布する。
　　印刷部数　10,000部
　⑵地域情報通信基盤整備事業　10,425千円
　　　上九一色地区へ整備した光ファイバー網により、
　　情報格差の是正を図るため、また地上デジタル放送
　　に対応した設備として通信・放送事業者へ貸出しを
　　行う。
　　　サブセンター及び光ファイバー網保守、管理
　　電柱共架料（東電1,087本、NTT410本）
　　（財源：財産貸付収入8,070千円）
　⑶行政番組放映委託事業　1,304千円
　　　役場の情報と町の出来事をケーブルテレビを通じ
　 て紹介する番組「こうほう富士河口湖」の制作および
　 　放送（３０分番組）
　 ⑷行政放送システム委託事業　3,600千円
　　 　防災行政無線放送の内容を中心とした緊急放送の
　 　内容を「ケーブルテレビ河口湖」との連携によるＬ字
　 　システムおよびデータ放送により放映する。

5 広報誌作成事業費　15,683千円
　⑴広報誌作成事業
　　　町からの情報や行事、イベント及び出来事などを
　　お知らせする広報誌「広報富士河口湖」を毎月発行
　　する。
　　印刷部数　8,000部（平均30ページ） 
　　表紙カラー印刷

6 企画推進費　121,704千円
　⑴地域おこし協力隊活動経費（２名）　8,704千円
　　　精進地区、本栖地区の地域活性化を目的に活動
　　を開始し本年度が３年目最終年度となり、起業に向
　　けた活動費として2,000千円を計上し活動していきま
　　す。本事業に従事しながら、あわせて隊員の定住・定
　　着を図る。従事期間は「平成３０年３月３１日まで」
　⑵ふるさと納税者謝礼品　100,000千円
　　　富士河口湖町ふるさと応援寄附金を行った寄附者
　　に対して地域の特産品やホテル宿泊クーポン券等を
　　謝礼品として寄附者にお送りする。（還元率50％）
      （財源：富士河口湖町ふるさと応援寄附金 100,000千円）
　⑶移住促進住宅リフォーム補助金　1,000千円
　　　町内空家の有効活用と移住促進を図ることを目的
　　に空家バンクへ登録することを条件に上限200千円
　　の改修補助を行い移住者の受け入れ態勢を強化して
　　いく。
　⑷新築住宅建築等奨励事業　8,000千円
　　　定住を促進し、地域の活性化の向上を図るため、
　　定住の意思をもった新規転入者の住宅建設及び住
　　宅団地の造成に対し助成金を交付する。
　　新築住宅奨励金　補助限度額400千円　
　　予定件数18件

　　住宅団地造成助成金　補助限度額800千円　
　　予定件数1件
　　（財源：社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）
　　　　　　　　　　　　　　　交付率45％　1,800千円）
　⑸地方バス路線対策事業　4,000千円
　　　地域住民の利便性を図るため、生活の足となる地
　　域生活バスの運行について、バス運行事業者に対し
　　支援する。
　　対象路線５路線　運行距離：4,422,092km
　　（H28年度）

7 電子計算費　108,126千円
　⑴電子自治体構築事業　91,743千円
　　　行政事務の効率化を推進し、電算システム及び庁
　　内LANにより住民サービス、通常業務に対応する。
　　電算業務システム保守委託
　　基幹系システム構築・機器等リース
　⑵電子市町村システム及びコンビ二交付システム共同
　　化事業　8,992千円
　　　電子申請などの山梨県市町村システム共同化負担
　　金、コンビニエンスストアでの住民票、印鑑証明書の
　　交付に対する運営費用。
　　　山梨県市町村総合事務組合、地方公共団体情報
　　システム機構への負担金
　⑶社会保障・税番号制度システム整備事業費　
　　5,465千円
　　　平成２９年７月の情報連携に向けた中間サーバー
　　との連携テスト等を実施する。
　　国庫補助事業　補助金額　 3,000千円
　⑷中間サーバー利用に係る負担金　1,926千円
　　　中間サーバープラットフォーム利用に係る負担金
　　（地方公共団体情報システム機構）

8 消費者行政費　1,745千円
　⑴消費者行政事業
　　　富士河口湖町外５市町村による消費生活広域相
　　談窓口の運営負担金

9 国際交流事業費　6,864千円
　　　町への外国人来訪者が増加する中、住民が日頃か
　　ら外国人や外国語に触れ国際感覚を養えるような国
　　際交流事業を実施し、町の国際交流を推進する。
　⑴日本文化で国際交流事業　300千円
　　　西湖いやしの里根場において、昔から行われてい
　　る日本の文化、遊びを、訪れる外国人と町民に楽し
　　んでもらう。
　⑵駅前で国際交流体験事業　62千円
　　　河口湖駅前において、募集した中高生がボランテ
　　ィアの協力を得ながら訪れる外国人に対して簡単な
　　英語インタビューと案内業務を体験する。
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　⑶幼少期英語体験交流事業　40千円
　　　外国人講師が保育所へ訪問し、児童に日常身近
　　な英単語を教えたりしながら、幼少期から外国人や
　　英語に慣れ親しんでもらう。
　⑷オンライン、アート交流委託事業　600千円
　　　住民や学生のオンラインアート交流、また絵画を
　　通じた国際交流を委託し実施する。
　⑸友好都市交流事業　5,862千円
　　　富士河口湖町と外国友好都市（スイス、ツェルマッ
　　ト）との友好都市関係促進を目的として実施する。

10 男女共同参画費　161千円 
　⑴男女共同参画啓蒙・啓発活動　122千円
　　「第２次ふじサンサンプラン」を推進し、男女共同参
　　画社会の実現を目指す。
　　　①「標語・俳句・川柳」等の募集及び表彰
　　　②「カジダン・イクメン写真」の募集及び表彰
　　　③「講座」・「フォーラム」の開催
　⑵女性なんでも相談事業　39千円
　　　女性達が、生活していく中で抱えている心配事や
　　悩みを聞く相談所を設置し、女性相談員がその問題
　　の助言や指導に当たる。

11 基幹統計調査事業　1,497千円
　（財源：県委託金）
　⑴工業統計調査　170千円
　⑵学校基本調査　24千円
　⑶就業構造基本調査　1,150千円
　⑷住宅土地統計調査　143千円 
　⑸経済センサス　10千円

1 地域振興費　6,184千円
　⑴地域防犯パトロール事業　5,704千円
　　　青色回転灯パトロールカーの運行により、町民の

　　安心安全を守るための巡回警らを行うと共に、小中
　　学校下校時のスクールガードの実施、町有施設や湖
　　畔駐車場なども廻り防犯意識の向上を図る。
　⑵地域共助支援事業　480千円
　　　行政区単位において、避難所や防火水利、危険箇
　　所の位置などを示した防災マップを作成していただ
　　き、災害時の地域住民の一括した情報源として活用
　　してもらう。

2 富士高原診療所事業費　8,635千円
　　 地域住民の健康増進と利便性を高めることを目的と
　　して、 上九一色コミュニティーセンターに併設して「富
　　士高原診療所」を開所し、週に一度内科・小児科の
　　診療を行う。

3 常備消防費　419,023千円
　⑴常備消防負担金
　（富士五湖消防本部（常備消防）の運営費にかかる負
　　担金）
　　　通常の負担金のほか特別負担金においては、消防
　　車両（調査、査察）の購入、消防本部の建て替え（予
　　定）などにおける負担金。
　　①富士五湖広域行政事務組合消防負担金　
　　　306,153千円
　　②富士五湖広域行政事務組合消防特別負担金
　　　67,497千円
　　③富士五湖消防無線デジタル化起債償還負担金
　　　16,535千円 
　　④(新)富士五湖消防新庁舎建設基金負担金
　　　28,838千円

4 非常備消防費　1,245千円
　⑴耐切創性手袋購入（消防団の装備の充実事業）
　　525千円
　　　消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関
　　する法律を受け、救助活動用装備の充実を図るた
　　め、消防団に装備品として耐切創性手袋を購入する。
　⑵(新)県水防訓練に係る経費　720千円
　　　平成29年度に開催される山梨県水防訓練は当町
　　が会場となる。訓練には町消防団が出場する予定と
　　なっていることから、これに対する費用弁償、当日の
　　昼食代。

5 消防施設費　14,000千円
　⑴防火水槽、消火栓等水利施設整備事業　
　　6,000千円
　　　町内各所の消火栓の新設及び老朽化した消火栓
　　の更新を行う。（地域からの要望により設置場所は
　　自治会・区と調整）水道管の新設などにもあわせて
　　実施する。また、防火水槽の修繕など、水利施設の

地域防災課
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　　維持管理を行う。
　⑵(新)小立分団消防ポンプ車購入　8,000千円
　　消防団車輌の更新事業
　　　小立分団に配備している現消防ポンプ車は平成4
　　年度の購入であり、経年劣化や老朽化により破損が
　　著しいため更新を行う。新ポンプ車は地域内狭隘道
　　路でも活動できるよう軽車両を購入する。

6 災害対策費　13,053千円
　⑴備蓄食糧配備及び防災備品整備事業7,203千円
　　　備蓄倉庫等に備蓄している食糧、飲料水の更新及
　　び増強を行う。また、避難ルーム（150張）、災害用
　　濾水機（1台）、毛布（スペースブランケット）等を購入
　　し備蓄備品の充実を図る。
　⑵(新)土砂災害ハザードマップ（改訂版）策定業務　
　　 2,700千円
　　　土砂災害ハザードマップを改訂・作成し全戸配布
　　する。
　⑶町国土強靭化地域計画策定業務　2,700千円
　　　今後想定される大規模災害に備え、災害に強く安
　　心して暮らすことのできる町づくりを目指した、町強
　　靭化地域計画を策定する。28年度の基礎データ収
　　集、基本方針等の検討を受け、今年度中に全体計画
　　を取りまとめる。
　⑷防災士資格取得促進補助金　300千円
　　　地域防災組織のリーダーとなって活躍していただ
　　く防災士の資格取得を促進するために、経費の一部
　　について補助をする。
　⑸自主防災マップ作成費補助金　150千円
　　　地域の防災マップ作成を推進するため、経費（印
　　刷費）の一部について補助をする。
　⑹(新)防災行政無線更新事業　38,000千円
　　　電波法により防災行政無線は平成33年度までに
　　デジタル化を進める必要がある。このことを踏まえ基
　　本設計及び実施設計を行う。

1 賦課徴収費　6,600千円
　⑴標準地時点修正率等調査委託料
　　　固定資産の評価については３年に１度評価を見直
　　すものであるが、据置年度においても基準年度の価
　　格に修正を加える特例措置に基づき標準地の価格
　　調査を行う。

1 温泉休養施設費　31,652千円
　⑴船津温泉休養施設「芙蓉の湯」管理運営事業　　

2 高齢者体力づくりセンター費　41,181千円
　⑴「健康プラザ」管理運営事業

3 保健衛生総務費　74,238千円
　⑴休日夜間急患診療対策事業　13,884千円
　⑵国民健康保険特別会計繰出金　60,354千円

4 山梨赤十字病院建設債償還事業　55,752千円
　⑴長期療養型病床群建設負担金（Ｈ35年まで）　　
　　39,172千円
　⑵産科病床増改修建設負担金（Ｈ41年まで）
　　16,580千円

5 健康増進事業　5,133千円
　⑴健康増進法に基づく、町民の健康増進のための教育
　　支援事業
　（骨粗しょう症検診、歯周疾患検診、肝炎ウイルス検診、
　　健康相談、健康教育等）
　　補助率　県　基準額の2/3 

6 健康のまちづくり推進事業　184千円
　　健康のまちづくり条例及び健康のまちづくり計画に
　基づく、栄養・食生活の健康課題への取り組みとして、
　「食育」を推進するための道しるべとなるべく策定した
　計画を実践していく。
　⑴食育推進事業
 
7 予防接種事業　81,320千円
　　感染の恐れがある疾病の発生やまん延を予防するた
　め、町民に対して予防接種を行う。予防接種法に基づく
　定期の予防接種を契約医療機関での個別接種で実施
　する。
　⑴定期予防接種事業　81,020千円
　⑵任意予防接種事業　300千円

税　務　課

健康増進課
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8 住民健診事業　30,987千円
　　住民健診で病気の早期発見、早期治療、さらに生活
　の質を高めるためのライフスタイル改善のきっかけとな
　り、健康的な生活習慣を身につけ、町民が健康な生活
　を送ることを目的として住民健診を実施する。
　⑴基本健診及び特定健診追加分等　7,492千円
　　　20歳から39歳、75歳以上
　⑵がん検診事業　22,743千円
　　　肺がん、乳がん、子宮がん、胃がん、肝がん、大腸が
　　ん
　(新)乳がん、子宮がんの無料クーポン券交付事業。
　　乳がん検診対象は46歳、51歳、56歳、61歳の女性。
　　子宮がん検診対象は26歳、31歳、36歳、41歳の女
　　性。また、31歳、36歳ついてはHPV検診併用。
　⑶がん検診推進事業　752千円
　　　国庫補助事業「新たなステージに入ったがん検診
　　推進事業」として、乳がん（41歳女性）、子宮がん
　 （21歳女性）の無料クーポン券を交付すると共に、各
　　種がん検診の受診勧奨を実施する。
　　 国庫補助率　基準額の1/2

1 社会福祉総務費　530,926千円
　⑴ふれあい声かけ事業　9,131千円
　　 青木ヶ原樹海での自殺防止を図るための水際対
　　策。
　　全額、県補助事業
　　　監視員3名を雇用、コウモリ穴管理事務所を拠点
　　に365日監視、保護活動を行う。
　  （財源:県補助金 10/10）
　⑵介護給付・訓練等給付事業321,072千円
　　　障害者に対して、訪問・通所・入所支援を行う。
　　(財源:国1/2、県1/4　240,804千円) 
　⑶地域生活支援事業　41,623千円　
　　　障害者に対して、移動・コミュニケーション・日中一
　　時・相談支援を行う。
　　障害者に対する虐待等の一時保護を行う。
　　また、手話通訳者を雇用し、聴覚障害者の相談支援、
　　町イベントや講演会、来庁者コミュニケーション支援
　　を行う。 
　　(財源:基準額の国1/2、県1/4　17,700千円) 
　⑷重度心身障害者医療費助成事業　80,400千円
　　　重度心身障害者に対し、医療費の助成を行う。 
　　(財源:県1/2　40,200千円) 
　⑸生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業
　　8,614千円
　　　福祉ボランティア交流の集いの開催
　　小地域福祉活動の推進
　　住民参加型まちづくり事業 

　　(財源:国基準額の1/2 1,420千円）
　⑹心身障害児（者）福祉手当支給事業　25,746千円
　　　障害者手帳所持者に対し、等級により手当を支給
　　し、福祉の増進に努める。
　⑺医療費扶助費　44,340千円
　　①自立支援医療費助成事業（更正医療）
　　　43,470千円
　　②自立支援医療費助成事業（育成医療） 870千円 
　　　(財源:国1/2、県1/4　33,255千円)

2 老人福祉費　59,003千円
　⑴寝たきり・認知症高齢者介護慰労金支給事業
　　3,000千円
　　　寝たきり・認知症高齢者介護者に対し、慰労金を
　　支給し、介護者を労う。
　⑵高齢者ドライバー支援事業　848千円
　　　高齢者ドライバーがより長く、安全に自動車の運
　　転ができるよう、認知症予防体操、ドライブシミュレ
　　ーター走行訓練等を実施する。
　⑶老人クラブ活動助成事業　4,416千円
　　　各地区の老人クラブが活発に活動できるよう補助
　　金を給付し、助成を行う。
　⑷地区敬老会開催助成事業　5,195千円
　　　各地区ごとに開催される敬老会に対し、補助金を
　　給付し、敬老会開催の助成を行う。
　⑸老人日常生活用具給付貸与事業　652千円
　　　介護保険法、総合支援法対象外の高齢者に対
　　し、生活がし易くなるよう、紙おむつや住宅用火災
　　警報器などの日常生活用具を給付、貸与する。
　　①老人日常生活用具給付貸与助成金　100千円
　　②住宅用火災警報器給付費
　　③紙おむつ給付助成金　552千円
　⑹敬老祝金給付事業　2,760千円
　⑺社会福祉協議会委託事業　14,844千円
　　①みんなで支える地域福祉推進事業　3,263千円
　　②配食サービス事業　4,304千円
　　③居宅介護施設指定管理事業　7,277千円
　⑻医療費扶助費　27,288千円
　　①老人医療費助成金　200千円
　　②老人ホーム入所助成金　27,088千円

1 児童福祉総務事業費　30,321千円
　⑴つどいの広場、ファミリーサポート事業費
　　6,664千円
　⑵発達相談事業費　280千円
　⑶ふれあい児童クラブ（放課後児童健全育成事業）
　　17,760千円
　　財源：国庫補助金　4,800千円

福祉推進課
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　　（子ども・子育て支援交付金）
　　県補助金　4,800千円（子ども・子育て支援交付金）
　　児童クラブ負担金　2,700千円
　⑷児童虐待関連支援事業　2,890千円
　⑸子育て支援サイト運営事業　1,944千円
　⑹(新)富士ヶ嶺放課後児童クラブ事業　783千円

2 児童措置費（扶助費）　445,500千円
　⑴児童手当支給事業
　　０歳～３歳未満645人×12ヵ月×15,000円
　　116,100千円
　　３歳以上～小学校修了前（第１子・第２子）1,410人×
　　12ヵ月×10,000円　199,200千円
　　３歳以上～小学校修了前（第３子）210人×12ヵ月×
　　15,000円　37,800千円
　　中学生660人×12ヵ月×10,000円　79,200千円
　　特例給付（所得制限該当）220人×12ヵ月×5,000円
　　13,200千円

3 母子福祉事業費　15,000千円
　⑴ひとり親家庭医療費扶助等事業
　　財源:県補助金　7,500千円（ひとり親家庭医療費）

4 保育所事業費　1,480,231千円
　⑴町内保育所運営事業費　638,415千円
　　保育士人件費、給食材料費等
　　保育料　100,497千円（管外受託分含む）
　　財産区繰入金 　2,711千円
　⑵管外保育委託事業費　30,300千円
　　　他市町村保育所等への園児保育委託
　　国庫負担金　9,100千円（児童措置費）
　　県負担金　　4,550千円（児童措置費）
　⑶特定教育・保育施設運営費　81,000千円
　　　認定こども園ドリームツリー
　　　Ｆujiこどもの家バンビーノの森
　　　河口湖とらのこ保育園
　☆上記の財源内訳
　　国庫運営費負担金　27,000千円（児童措置費）

　　県運営費負担金　 13,500千円（児童措置費）
　⑷保育所建設事業費730,516千円
　　　消耗品等　250千円
　　　建設工事費　709,286千円
　　　建設工事監理委託料　7,980千円
　　　駐車場測量費　3,000千円
　　　備品購入費　10,000千円
　☆上記の財源内訳
　　船津財産区繰入金　74,375千円
　　合併特例債　265,300千円
　　保育所施設整備事業債　353,600千円
　　一般財源　37,241千円

5 児童館事業費　11,649千円
　⑴町立児童館運営事業費
　　　勝山児童館、大嵐児童館運営
　　　放課後児童健全育成事業
　☆上記の財源内訳
　　国庫補助金　1,200千円
　　県補助金　1,200千円
　　児童クラブ負担金　1,500千円

6 母子保健事業　49,205千円
　　母子保健法のもと乳幼児の健やかな成長と妊産
　婦、保護者への支援
　妊娠期から乳幼児期・思春期までの健康管理事業
　⑴乳幼児健診、発達相談、母親学級、育児学級等　　
　　6,825千円
　⑵(新)新生児聴覚検査費助成事業　1,750千円
 　（平成28年度から県内で初めて、検査費用の一部　
　　3,000円を助成する事業として実施。平成29年度は
　　検査費用を7,000円に拡充）
　⑶妊婦一般検診事業　20,600千円
　  （14回＋2回〈HTLV抗体検査、クラミジア抗原検査〉）
　（平成28年度から多胎妊婦の場合は健診回数を4回
　　追加(県内初）
　⑷妊婦歯科疾患検診事業　863千円 
　⑸(新)産婦産後健診助成事業　1,250千円
　　　産後うつの早期発見と対策を目的とし産後2週
　　間、1ヶ月2回の産後健診費用(2,000円＋3,000円）
　　を助成（県内初）
　　1/2国庫補助予定（詳細未定）
　⑹(新)保護者歯科疾患検診事業　740千円
　　　6歳児フッ化塗布時にその保護者へ歯周疾患検診
　　の勧奨を行う 
　⑺小児フッ化物塗布受診券交付事業　900千円
　　（1歳6か月児及び6歳児を対象）
　⑻養育医療給付事業　4,204千円
　　（未熟児養育医療給付）補助率　国1/2 県1/4
　⑼ようこそ赤ちゃん事業（不妊治療費助成事業）
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　　5,250千円
　　（平成28年度から第2子以降の不妊治療費・男性不
　　妊治療費・不育症治療費についても助成対象）
　⑽小児救急医療事業負担金　6,823千円

7 子ども医療費助成事業　106,939千円
　　子どもの健やかな成長に寄与し、保護者の医療費負
　担を軽減するため、高校３年生までの子どもに関する
　医療費の一部を助成する。 
　(平成28年度から中学3年生までを高校3年生までに拡
　充）
　⑴子ども医療費助成事業
　　対象人員4,600人
　　（生保、重度医療、ひとり親医療費助成対象者を除く）
　　補助率　県　基準額（乳幼児医療部分）の1/2

1 環境衛生費　5,157千円
　⑴ごみ減量化推進事業　4,524千円
　　　資源ごみ回収を、自治会にしてもらうことにより、ご
　　みの減量化につながるため各自治会に報償を支払う
　　もの。
　⑵ＥＭぼかし推進事業　633千円

2 富士五湖聖苑運営事業　17,703千円
　⑴広域火葬場管理運営負担金
　　　負担割合は、人口割70％と均等割30％で聖苑全
　　体の運営に係る費用。 

3 合併処理浄化槽整備補助事業　5,984千円
　⑴合併処理浄化槽整備補助事業
　　　下水道に接続できない下水道認可区域外に浄化
　　槽を設置するのに際し、国・県・町で各３分の１補助
　　することにより、美しい豊かな自然環境を守ることを
　　目的とする。

4 し尿処理事業費　19,517千円
　⑴青木ヶ原衛生センター組合費負担金
　　　年間投入量8,700ｋℓの内、当町の予定量は約７
　　割の6,200ｋℓを見込んでいる。

5 景観保全費　13,500千円
　⑴太陽光発電システム設置補助事業　5,000千円
　　　クリーンエネルギー利用を推進し、環境保全や温
　　暖化防止を図り、自然豊かな環境にやさしいまちづく
　　りを推進する目的で、太陽光設置補助金を交付する。
　⑵河口湖治水事業特別会計繰出金　8,500千円
　　　釣り客から徴した遊漁税を、湖畔の周辺のトイレ
　　や駐車場整備するために河口湖治水事業特別会計

　　に繰り出すもの。

6 花トピア推進事業　12,385千円
　⑴花トピア推進事業
　　　自治会が管理している花壇の肥料、花壇苗と町が
　　管理している花壇、緑地帯の除草作業をシルバー人
　　材センターに委託するもの。

7 清掃総務費　444,254千円
　⑴吉田焼却場可燃ごみ処理組合負担金　
　　299,405千円
　　　処理負担金は、４市町村の搬入量に応じて積算さ
　　れるもので、年間34,000トンを見込んでおり、当町
　　の予定量は全体の約32パーセントで、年間11,000ト
　　ンを見込んでいる。
　⑵吉田焼却場起債償還負担金　100,628千円
　　　負担割合は、人口割、均等割、処理量の合算に基
　　づき算出される。
　⑶青木が原ごみ処理組合負担金　14,614千円
　　　年間205トンを見込んでおり、当町の予定量は全
　　体の約63パーセントで年間130トンを見込んでいる。
　⑷一般廃棄物最終処分場負担金　10,167千円
　　　廃棄物を県内で処理するための建設及び維持管
　　理の負担金です。
　⑸指定ごみ袋作製事業　19,440千円
　　　可燃ごみ袋1,900,000枚と不燃ごみ袋150,000枚
　　を作製する。

8 リサイクルセンター運営事業費　16,210千円
　⑴リサイクルセンター、リュースセンター運営事業　　
　　　リサイクル及びリュースセンター全体の運営に係る
　　費用。

9 塵芥処理費　105,393千円
　⑴一般廃棄物収集運搬処理委託事業　45,540千円
　⑵粗大廃棄物搬出委託事業　32,400千円
　⑶二次廃棄物処理委託事業　22,453千円
　⑷不燃処理施設等補修工事費　5,000千円

環　境　課
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1 農業振興費　1,201千円
　⑴実験農場及び遊休農地への試験栽培事業　
　　161千円 
　　　富士ヶ嶺実験農場及び遊休農地に果樹や野菜の
　　試験栽培を行い地域特栽品の開発を行っていく。
　⑵(新)富士桃産地化推進事業　1,040千円
　　　平成25年11月7日、地域の新たな特産物にしよう
　　と本栖湖周辺に自生している寒さに強い富士野生桃
　　を台木にして「白鳳」や「なつっこ」など6品種を植
　　樹。昨年70個の収穫ができたことで「富士桃生産研
　　究会」を立ち上げ産地化に向けて更なる研究を行って
　　いく。

2 畜産業費　3,250千円
　⑴家畜防疫対策補助事業
　　　家畜伝染病の発生予防と蔓延防止を図るため、家
　　畜の予防接種を生産者が行った場合、ワクチン接種
　　料金の1/2を補助する。
 
3 農地費　29,125千円
　⑴畑地帯総合整備事業負担金　27,500千円
　　　富士ヶ嶺地区の生産基盤や集落環境の整備を総
　　合的に行い、畑作物の生産の振興及び畑作経営の
　　改善・安定を図る。
　⑵遊休農地対策事業　1,625千円
　　　遊休農地の有効活用を図るため、船津、小立島原
　　地区の農地を借り上げ、ふれあい農園や景観形成作
　　物の植栽を行い環境保全と農地の有効活用を図る。

4 水田営農活性化対策費　550千円
　⑴水田農業推進協議会補助事業
　　　農業者戸別所得補償制度の推進とこれを円滑に

　　実施するために、地域農業再生協議会へ補助する。

5 林業振興費　19,010千円
　⑴有害鳥獣駆除事業　10,050千円
　　　近年、鳥獣被害は中山間地域を中心に深刻化して
　　おり、市街地に頻繁に出没するようになると住民や
　　観光客にまで危害が及ぶ事態も懸念されるため、こ
　　れまで以上に捕獲圧を加え被害を縮小させる。
　⑵有害鳥獣防護柵設置費補助事業　600千円
　　　農作物を有害鳥獣から防護するため、防護柵の設
　　置者に対し費用の1/2を補助する。
　⑶松くい虫被害木伐倒駆除事業　1,156千円
　　　松くい虫に犯された松を伐倒駆除し、被害木の拡
　　大を防ぐ。
　⑷富士桜・ミツバツツジまつり開催事業　2,100千円
　　　創造の森に群生している３千本のミツバツツジが
　　色鮮やかに咲き誇る４月下旬からゴールデンウィー
　　クの期間に開催し、県内外から訪れる観光客や町民
　　に楽しんでいただくイベントとして定着している。
　⑸新規狩猟者確保対策事業　118千円
　　　野生鳥獣の捕獲の担い手である狩猟免許所持者
　　の高齢化に伴い、新規の担い手を確保するため狩猟
　　免許や銃砲所持の許可を新たに取得する者に、取
　　得費の一部を助成し有害鳥獣駆除の促進を図る。
　⑹(新)林地台帳整備事業　4,986千円
　　　森林整備や木材の安定供給の妨げの原因は「山
　　の地主の特定」や「境界の不明」などが問題で、平
　　成28年の森林法改正により台帳整備をして内容の
　　一部を公表することで林業の促進を図る。

6 地籍調査費　4,896千円
　⑴地籍調査事業
　　　地籍の明確化を図るため、成果の認証に向けた地
　　籍調査実施地区の修正測量等を行う。

1 商工振興費　21,281千円
　⑴商工会一般事業推進費補助金　9,431千円
　　　町内の商工業事業者の健全な経営指導、新規の
　　支援等積極的に取り組む事業を推進する商工会へ
　　の活動経費に対し補助を行う。
　⑵ハーブフェスティバル実行委員会補助金
　　11,850千円
　　　河口湖ハーブフェスティバルH29.6.16～7.9（八
　　木崎会場）、～7.17（大石会場）。富士河口湖町の魅
　　力をより多くの住民はもとより観光客に理解していた
　　だき、潤いを与え富士河口湖のＰＲを更に強化してい
　　く。

農　林　課

観　光　課
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2 観光費　167,176千円
　⑴観光拠点・施設整備費　67,324千円
　　①東海自然歩道、三つ峠・御坂山系登山道、船津登
　　　山道、その他ハイキングコース等の維持整備費　
　　　3,478千円
　　②所管観光施設修繕・補修工事　1,700千円
　　③案内看板等文字訂正等整備　500千円
　　④公衆トイレ維持管理費　21,141千円
　　⑤観光施設維持管理費　5,740千円
　　⑥公衆トイレ改良工事　2,000千円
　　⑦河口地区県有地購入費　23,965千円
　　⑧観光周遊バス路線拡充運営補助　3,300千円 
　　⑨(新)樹海遊歩道看板設置工事　3,000千円 
　　⑩(新)河口イベント駐車場整備工事　2,500千円
　⑵観光宣伝事業費　30,127千円
　　①ポスター、チラシ等の印刷　12,600千円
　　　総合観光パンフCoco、プチCocoナビ、イベントポ
　　　スター（４種）、イベントチラシ（４種）、通年型イ
　　　ベントチラシ（１種）、Ａ３判ガイドマップ、絵はが
　　　き（１６種）、観光圏パンフレット
　　②観光広告宣伝　7,900千円
　　　各種旅行雑誌・新聞・フリーペーパー誌・タブロイ
　　　ド紙へのイベント等告知広告、ラジオ使用による
　　　広告、中央高速バス車内放送広告・VJ地方連携事
　　　業広告
　　③観光情報発信・収集　1,500千円
　　④観光案内所運営　7,263千円
　　⑤観光ホームページ保守管理　864千円
　⑶国際観光推進事業　5,300千円
　　①外国人誘客ツール作成並びに配布　300千円
　　②外国人誘客のための観光キャラバン並びに観光
　　　展（海外開催）への参加　3,500千円
　　③外国人誘客のためのファムトリップ実施（海外旅
　　　行代理店・メディアの招聘）　1,500千円
　⑷各種団体育成事業　64,425千円

　　①町観光連盟及び各地区観光協会の育成、各種イ
　　　ベント運営に対する助成　63,975千円
　　②立寄り観光施設で組織する会が実施する国内観
　　　光キャラバンに対する助成　450千円

3 観光振興支援費　8,600千円
　 ⑴観光立町推進事業　4,000千円 
　　①(新)観光立町推進基本計画策定予備調査
　　　1,500千円
　　　　平成31年度～40年度を計画対象期間とする第
　　　２次観光立町推進基本計画の策定に向けた予備
　　　調査を行う。 
　　②(新)リピート・滞在・賑わい創出　1,500千円
　　　　リピート・滞在・賑わいの創出に向け、テーマ別
　　　意見交換会の開催や、情報発信等を行う。
　　③外国人観光客受入環境整備　1,000千円
　　　　情報伝達ツールの多言語化等
　⑵観光まちづくり企画提案事業　800千円
　　　住民自らが企画し実施する観光まちづくり事業へ
　　の補助金
　⑶観光統計調査　2,500千円
　　　入込統計、宿泊統計、消費統計、ニーズ等観光に
　　関する統計情報を収集し、整理して発表する。
　⑷富士山西麓観光連絡会議　1,300千円
　　　富士宮市と連携して国道139号ルートの観光活性
　　化事業を企画し実施する。

4 野鳥の森公園事業費　9,073千円

5 西湖蝙蝠穴管理費　19,353千円
　⑴管理運営委託　16,744千円
　　　蝙蝠穴入洞及びクニマス館の運営管理及び警備
　　等を委託し事業を展開していく。
　⑵クニマスリーフレット・コウモリ穴パンフレット作成費
　　2,609千円
6 道の駅管理事業　978千円
　⑴道の駅管理運営費
　　　道の駅運営に係る経常経費
　　　保険料、臨時駐車場用地借上げ料

7 いやしの里運営事業費　7,296千円
　⑴いやしの里借地料

1 土木総務費　2,500千円
　⑴大石地区急傾斜事業負担金
　　50,000千円×5％

都市整備課
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2 道路橋梁総務費　10,354千円
　⑴道路安全対策工事費等
　　①ＬＥＤ外灯・ポール購入　3,054千円
　　②カーブミラー・区画線・安全対策看板設置工事　
　　　5,300千円
　　③道路台帳整備　2,000千円

3 道路維持費　260,376千円
　⑴町道舗装補修工事、擁壁改修工事、除雪委託等
　　①町道舗装、擁壁改修工事測量設計費　
　　　1,000千円
　　②町道舗装、擁壁改修工事等　40,000千円
　　③町道除雪作業委託料　26,000千円
　　④除雪重機リース（3台）　3,876千円
　⑵橋梁長寿命化事業 
　　(財源:社会資本整備総合交付金5.5/10)
　　①橋梁定期点検委託　15,500千円 
　　②(新)橋梁修繕工事　25,000千円
　⑶舗装修繕事業 
　　①東海自然歩道3路線舗装工事　130,000千円
　　②工事に伴う各種委託料　19,000千円
　⑷(新)町道1089号線法面補修事業 
　　①側溝改修及び浸透施設工事　12,500千円

4 一般町道新設改良事業費　42,600千円
　⑴一般町道新設改良事業 
　　①道路拡幅工事測量設計委託費（大嵐地区内）　
　　　2,900千円
　　②道路拡幅工事測量設計費　4,900千円
　　③工事請負費　25,000千円
　　　町道5025号線道路改良工事等
　　④用地補償料・電柱移転補償料　9,800千円

5 農道整備事業費　10,000千円
　⑴農道整備事業 
　　①工事請負費　10,000千円

6 登山道線道路整備事業費　65,500千円
　　富士登山道線（町道0101号線）は、中央自動車道河
　口湖ICから国道139号を経て県道富士河口湖富士線に
　接続している道路であり、沿線には商業施設、住宅が
　立ち並び普段から交通量の多い道路である。近年、大
　型バス、大型作業車の通行、また観光シーズンにおい
　ては中央高速道路や東富士五湖道路からの県外車の
　増加などで、舗装状況が悪くなり交通に支障を来たし
　ている。国道139号から河口湖総合公園までは舗装改
　良を含め、電線の地中化事業を実施している。
　L=400ｍ　　W=12.0ｍ
　⑴登山道線道路整備事業 
　　①積算委託料・現場監理委託

　　　(財源：単独費) 5,500千円   　　
　　②工事請負費
　　　(財源:社会資本整備総合交付金5.5/10) 　 
　　　50,000千円
　　③付帯工事費 (財源：単独費) 　10,000千円

7 町道４１２３号線道路改良事業費　8,000千円
　⑴(新)小立・勝山　村境線道路改良事業
　　①積算業務委託（単独）　2,000千円
　　　測量設計業務委託（補助事業）　6,000千円

8 河川改良費　6,500千円
　⑴雪解沢護岸改修・浚渫・伐採・除草工事 
　　1,500千円
　⑵雪解沢護岸横断防護柵設置工事　2,500千円
　⑶浅川、戸沢川浚渫工事　1,000千円
　⑷準用河川浚渫工事　1,500千円

9 都市計画総務費　16,650千円
　⑴生け垣設置補助金　450千円
　　　安全で緑豊かなまちづくりを推進するため、町並
　　み緑化の一環として住民が居住する宅地の公道に面
　　する生け垣設置に対しての補助金。
　⑵富士山世界文化遺産景観形成支援事業補助金　　
　　16,000千円
　　　県が認定した景観形成モデル事業地区において、
　　修景事業等に補助するもの。
　 （精進・本栖地区）
　⑶景観形成事業補助金　200千円
　　　河口地区景観形成事業補助金
　　　（財源河口財産区全額）

10 総合公園事業費　1,000千円
　⑴総合公園整備事業
　　　公園長寿命化修繕補修

11 近隣公園事業費　1,500千円
　⑴近隣公園整備事業
　　　大石公園木製遊歩道の修復工事

12 地区公園事業費　110,000千円
　⑴八木崎公園改修工事（第２期）
　☆上記の財源内訳
　　国庫補助金　55,000千円
　　小立財産区繰入金　13,750千円
　　合併特例債　39,100千円
　　一般財源　2,150千円

13 グリーンミュージアム事業費　2,213千円
　⑴グリーンミュージアム事業
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　　①除草委託・害虫駆除・剪定委託　1,500千円
　　②土地使用料　613千円
　　③樹木植栽工事・原材料費　100千円

14 集合看板整備事業費　2,964千円
　⑴集合看板整備事業
　　①屋外広告物整理統合事業(新設分）　1,000千円 
　　②(新)屋外広告物整理統合事業(既存補修分）　　
　　　1,000千円
　　③集合看板用地使用料　964千円

15 住宅総務費　19,650千円
　⑴木造住宅耐震診断委託　450千円 
　　委 託 先　個人申請(委託先は建築士事務所協会)
　　補 助 率　県1/4 市町村1/4 国2/4
　　対象戸数　10戸 
　　(新)空き家実態調査業務委託　10,000千円
　⑵木造住宅耐震改修設計費補助金　1,000千円
　　補 助 先　個人
　　補 助 率　事業費の2/3
　　対象工事　耐震改修設計、耐震性向上型耐震設計
　　対象戸数　５戸
　⑶木造住宅耐震改修支援事業費補助金　2,700千円
　　補 助 先　個人
　　補 助 率　高齢者世帯　事業費の5/6
　　　 　　　  一般世帯　事業費の2/3
　　対象工事　耐震診断の総合評点0.7未満を1.0以上
　　　　　　　に改修する工事等
　　対象戸数　2戸
　⑷アスベスト飛散防止対策事業　3,500千円
　　①アスベスト飛散防止調査費補助金　500千円
　　　補 助 先　民間事業者
　 　 補 助 率　国　10/10
　　　対象件数　 1　件
　　②アスベスト飛散防止対策費補助金　3,000千円
　　　補 助 先　民間事業者・個人
　　　補 助 率　事業費の1/3
　　　対象件数　１ 件
　⑸住宅リフォーム補助金　2,000千円
　　住宅リフォームに対して、耐震改修を兼ねて実施した
　　場合は、1件当たり20万円の補助、一般リフォームに
　　ついては10万円の補助を支給。耐震　20万円×5件
　　一般　10万円×10件

16 住宅管理費　18,500千円
　⑴町営住宅等管理費　8,500千円
　　　町営住宅２団地の保守管理、修繕費であり、適切
　　な管理を行うための費用。　　　　　　　　　　
　　(財源：住宅使用料、家賃低廉化事業補助金）
　⑵雇用促進住宅購入費（延納第1回）　10,000千円

17 都市再生整備計画事業費　38,500千円
　⑴河口湖北岸地区整備事業
　　①長浜親水広場整備工事（第２期工事）　
　　　28,000千円
　　②湖畔街路灯整備事業（大石地区）　7,000千円
　　③河口湖北岸サイン事業　1,000千円
　　④長浜親水公園用地購入費　2,500千円

1 水道費　69,527千円
　⑴水道事業特別会計補助金事業　20,479千円
　　　水道事業特別会計に対して起債の元利償還金相
　　当額の補助を行う。
　⑵簡易水道事業特別会計繰出金事業　49,048千円
　　　簡易水道事業特別会計に対して起債の元利償還
　　金相当額の繰出しを行う。

1 教育委員会費　4,500千円
　⑴人づくり学校づくり事業
　　　各小中学校の特色ある学校づくりの取り組みに対
　　しての補助金

2 事務局費　3,620千円
　⑴幼稚園就園奨励費補助事業　3,120千円
　　　私立幼稚園に通う園児の低所得世帯への援助
　⑵富士登山実行委員会補助事業　500千円

3 教育センター費　10,349千円
　⑴町単教諭配置事業　3,545千円
　⑵常勤スクールソーシャルワーカーの配置　
　　3,525千円
　⑶相談員設置事業　2,890千円
　⑷(新)教育センター事業　389千円

4 小学校管理費　103,884千円
　⑴町単支援員配置事業　46,214千円
　　（要支援児童対応）
　⑵町単教諭配置事業　42,384千円
　⑶学校施設整備事業（修繕・工事）　13,701千円
　　①学校施設整備（修繕・工事）　12,300千円 
　　②(新)西浜小学校キュービクル交換工事　
　　　1,401千円
　⑷(新)学校図書館システムリース　1,257千円
　⑸(新)災害用備蓄食糧　166千円
　⑹(新)歯科・耳鼻科検診用具レンタル　162千円

水　道　課

学校教育課
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5 小学校教育振興費　27,741千円
　⑴小学校パソコン設置事業　24,997千円
　⑵デジタル教科書導入事業　2,468千円
　⑶(新)夏休み学習応援教室事業　276千円

6 小学校建設費　231,860千円
　⑴船津小学校仮設校舎等実施設計委託料及び建設費
　☆上記の財源内訳
　　合併特例債　220,200千円
　　一般財源　11,660千円

7 中学校管理費　206,417千円
　⑴外国語指導助手配置事業　12,442千円
　⑵町単教諭配置事業10,506千円
　⑶河口湖南中学校組合負担金事業　178,937千円
　　①河口湖南中学校組合負担金　124,887千円
　　②河口湖南中学校プール建設事業債負担金
　　　6,562千円
　　③河口湖南中学校学校施設建設事業債負担金　　
　　　47,488千円
　⑷学校施設整備事業（修繕・工事）　4,200千円
　　①学校施設整備（修繕・工事）　
　⑸(新)学校図書館システムリース　332千円
 
8 中学校教育振興費　11,993千円
　⑴中学校パソコン設置事業　10,837千円
　⑵双龍太鼓活動補助金　1,000千円
　⑶デジタル教科書導入事業　156千円

9 学校給食費　16,729千円
　⑴児童生徒給食費補助事業　8,143千円
　　①学校給食補助金　6,404千円
　　②学校給食地産地消促進補助金　1,739千円
　⑵給食施設工事請負費　4,586千円
　⑶給食備品購入費　4,000千円

1 公民館費　1,630千円
　⑴中央公民館・地区公民館主催事業報償費　
　　930千円 
　　　中央及び地区公民館活動における各種教室など
　　講師料
　⑵中央公民館サッシ及び畳替え修繕工事　700千円

2 青少年教育費　5,846千円
　⑴放課後児童健全育成事業　2,738千円
　　　放課後児童クラブの運営
　⑵家庭教育事業　1,400千円
　　　子ども未来創造館で行っている幼児を対象とした
　　家庭教育事業。
　　①教育相談事業　200千円
　　②親子ふれあい事業　1,200千円
　⑶青少年教育事業　1,708千円
　　①自然観察事業　120千円
　　②学習アドバイザー事業　332千円
　　③子ども未来創造館事業　1,256千円

3 図書館費　9,291千円
　⑴図書館事業　
　　①図書館利用時の託児サービス事業　252千円
　　②ブックスタート事業　504千円
　　③読書推進事業　475千円
　　④資料提供事業　8,060千円

4 文化財保護費　2,970千円
　⑴天然記念物富士風穴　利活用適正推進事業
　　696千円
　　　天然記念物富士風穴の適正な利活用のために監
　　視員を配置し、入洞者の安全確保、天然記念物の
　　保護を図る事業。
　⑵町内遺跡分布調査事業　395千円 
　　　開発行為に伴う土地の形状変更の前に埋蔵文化
　　財の試掘・確認調査を実施し、町内の遺跡の分布状
　　況、遺跡の内容や年代等を把握するための事業。
　⑶古文書調査・活用事業　614千円 
　　　町内に保存されている古文書を調査研究し、目録
　　を作成して刊行する事業。また、調査研究に用いた
　　古文書を題材に講座を行って活用を図り、価値を啓
　　蒙する事業。
　⑷勝山歴史民俗資料館運営事業　939千円
　　　勝山歴史民俗資料館の展示公開を通して文化財
　　の活用、教育普及を図る事業。
　⑸世界文化遺産富士山構成資産安全管理事業
　　234千円
　　　世界文化遺産富士山の構成資産に登録されてい

生涯学習課
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　　る河口浅間神社、冨士御室浅間神社、船津胎内樹型
　　にＡＥＤを設置し、来訪者の緊急時に対応する事業。
　⑹指定文化財整備活用事業　92千円
　　　町指定文化財の整備・説明板の設置等を行い、文
　　化財の保護・活用を図る事業。

5 保健体育総務費　6,200千円
　⑴富士河口湖もみじマーチ補助金　2,500千円
　⑵精進湖カヌー大会補助金　2,700千円
　⑶総合型地域スポーツクラブ補助金　1,000千円

6 体育施設費　449,014千円
　⑴体育施設各種工事　14,014千円
　　　町民運動場防球保護ネット設置工事、カヌー審判
　　台設置工事、鐘突堂グランドトイレ洋式化工事など
　⑵(新)町民体育館耐震及び中規模改修工事
　　435,000千円
　　　社会資本整備総合交付金　補助率50％

1 文化振興費　2,900千円
　⑴地域文化振興活動　2,100千円
　　　地域及び学校などで文化活動を促し、活性化を図
　　る事業など
　　①文化協会、文化団体、文化祭実行委員会補助事業
　　　1,650千円
　　②音楽活性化事業補助事業　450千円
　⑵地域文化活動支援育成事業　800千円
　　　地域で独自に取り組む文化活動に対して支援育成
　　①梶原林作基金助成事業　600千円
　　②地域文化活動支援事業　200千円 

2 ステラシアター管理費　12,600千円
　⑴ステラシアター事業及びボランティア育成事業　　
　　　ステラシアター等の各コンサート等を通じて、地域
　　住民の文化活動を促進する機会をつくり、同時に地
　　域の経済活性化を図る。併せて各事業のボランティ
　　アの参加とそのもてなしを通して、住民と一体となっ
　　た運営を図る。
　　①富士山河口湖音楽祭実行委員会補助事業
　　　9,000千円
　　②ステラシアターイベント実行委員会補助事業
　　　3,000千円
　　③ステラシアターサポータズクラブ活動補助金
　　　600千円

3 円形ホール管理費　1,400千円
　⑴円形ホールイベント実行委員会補助事業 
　　　円形ホールの各コンサート等を通じて、地域住民

　　の文化活動を促進する機会をつくり、地域の経済活
　　性化を図る。

4 美術館管理費　35,640千円
　⑴河口湖美術館管理運営委託事業
　　　河口湖美術館の管理運営を委託し、地域住民の
　　文化活動を促進する機会をつくり、地域の経済活性
　　化を図る。

１ 公債費
　地方債元利償還金　１５億９７９２万１千円
　　公債費は、対前年比２．３％増となっております。合
　併特例事業等の推進により合併特例事業債の元利償
　還金が増加しており、合併以前に旧団体で行われた起
　債の償還の終了してきているものの、公債費は若干の
　増加となっております。この合併特例事業債の元利償
　還金については、償還額の７０％が普通交付税に算入
　されることとなっております。
　　また、平成１３年度からの交付税制度の見直しで、臨
　時財政対策債制度が創設されたことにより、臨時財政
　対策債の償還金も増加しておりますが、元利償還額の
　１００％が普通交付税に算入されることになっています。
※臨時財政対策債　地方の一般財源の不足に対処する
　ため、投資的経費以外にも充てられる地方財政法５条
　の特例として発行される地方債で、本来地方交付税と
　して自治体に交付される額の一部について自治体自ら
　に地方債を発行させて調達するもの。

２ 諸支出
　諸支出金は、前年度と同額の１７５５万８千円を計上し
ています。　
　これは、地域活性化事業（旧上九）による用地を取得
したものにかかる償還金となっています。

文化振興局

その他の支出

本年度の一般会計を
町民１人当たりで計算すると、
次のとおりになります。

平成29年4月1日現在の人口で計算 (26,506人)

４５,５７５円町民１人当たりに使われる町の予算

１５,９０４円町民１人当たりが負担する税金

予算と税金の比較


